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１
　
主
要
指
標
の
推
移
（
暦
年

・
四
半
期
・
月
）

・
・
・
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(2
) 
 求

人
倍
率
、
消
費
者

物
価
指
数
、
国
内
企
業
物
価
指
数
、
賃
金
（
現
金
給
与
総
額
）
指
数

・
・
・
２

　
２
　
有
効
求
人
倍
率
の
推
移

　
　
(1
)　

有
効
求
人
倍
率
の
推

移
（
全
国
・
ラ
ン
ク
別
、
暦
年
・
月
）

・
・
・
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年
齢
別
常
用
求
人
倍

率
の
推
移
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暦
年
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年
齢
別
）

・
・
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４

　
３
　
賃
金
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労
働
時
間
の
推
移

　
　
(1
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賃
金

　
　
　
イ
　
賃
金
（
現
金
給
与
総

額
・
定
期
給
与
額
）
増
減
率
の
推
移
（
規
模
別
（
30
人
以
上
・
5～

29
人
）
、
暦
年
・
月
）

・
・
・
５

　
　
　
ロ
　
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働

者
比
率
の
推
移
（
規
模
別
（
30
人
以
上
・
5～

29
人
）
、
暦
年
・
月
）

・
・
・
６

　
　
　
ハ
　
初
任
給
額
、
上
昇
額

等
の
推
移
（
年
度
、
学
歴
別
）

・
・
・
７

　
　
(2
)　

賃
金
・
労
働
時
間

　
　
　
イ
　
賃
金
・
労
働
時
間
指

数
の
推
移
①

［
事

業
所

規
模

3
0
人

以
上

］
（

暦
年

・
四

半
期

、
所

定
内

給
与
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所

定
内

労
働

時
間

・
時

間
当

た
り

所
定

内
給

与
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・
・
・
８

　
　
　
　
　
賃
金
・
労
働
時
間
指

数
の
推
移
②

［
事

業
所

規
模

5
～

2
9
人

］
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暦
年

・
四

半
期

、
所

定
内

給
与

・
所

定
内

労
働

時
間

・
時

間
当

た
り

所
定

内
給

与
）

・
・
・
９

　
　
　
ロ
　

一
般

労
働

者
の

賃
金

・労
働

時
間

の
推

移
（
暦

年
、

規
模

別
（
1
0
人

以
上

・
1
0
～

9
9
人

・
５

～
９

人
）
・
所

定
内

給
与

・
所

定
内

労
働

時
間

・
時

間
当

た
り

所
定

内
給

与
）
・
・
・
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ハ
　
月
間
労
働
時
間
の
動

き
（

暦
年

・
月

、
所

定
内

労
働

時
間
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所

定
外

労
働

時
間

（
規
模
別
（
3
0
人
以
上
・
5
～
2
9
人
）
）
）

・
・
・
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４
　
春
季
賃
上
げ
妥
結
状
況
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)　

春
季
賃
上
げ
妥
結
状

況
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令
和
４
年
）
（
連
合
（
規
模
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、
方
式
別
）
、
経
団
連
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大
手
・
中
小
別
）
）

・
・
・
12

　
　
(2
)　

賃
上
げ
額
・
率
の
推

移
・
・
・
13

　
　
　
イ
　
１
人
当
た
り
平
均
賃

金
の
改
定
額
及
び
改
定
率
の
推
移
（
暦
年
、
賃
金
の
改
定
額
・
改
定
率
）

　
　
　
ロ
　
賃
金
の
改
定
の
状
況

、
賃
金
の
改
定
の
決
定
に
当
た
り
最
も
重
視
し
た
要
素
別
企
業
割
合
（
令
和
３
年
）

　
５
　
夏
季
賞
与
・
一
時
金
妥
結

状
況
（
令
和
４
年
）
（
連
合
、
経
団
連
）

・
・
・
14

　
　
(1
) 
 Ｇ

Ｄ
Ｐ
、
鉱
工
業
生

産
指
数
、
製
造
工
業
稼
働
率
指
数
、
倒
産
件
数
、
完
全
失
業
者
数
及
び
完
全
失
業
率



　
６
　
消
費
者
物
価
指
数
の
対
前

年
上
昇
率
の
推
移
（
全
国
・
ラ
ン
ク
別
、
暦
年
・
月
）

・
・
・
15

　
７
　
地
域
別
最
低
賃
金
額
（
時

間
額
）
、
未
満
率
及
び
影
響
率
の
推
移

・
・
・
16

　
８
　
賃
金
構
造
基
本
統
計
調
査

特
別
集
計
に
よ
る
未
満
率
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び
影
響
率

・
・
・
17

　
９
　
地
域
別
最
低
賃
金
と
賃
金

水
準
と
の
関
係

・
・
・
18

・
・
・
19

・
・
・
20

　
10
　
企
業
の
業
況
判
断
及
び
収

益

　
　
(1
)　

日
銀
短
観
に
よ
る
企

業
の
業
況
判
断
及
び
収
益

　
　
　
イ
　
業
況
判
断
（
Ｄ
Ｉ
）

（
企
業
規
模
別
、
四
半
期
）

・
・
・
21

　
　
　
ロ
　
経
常
利
益
増
減
（
企

業
規
模
別
、
年
度
）

・
・
・
22

　
　
　
ハ
　
売
上
高
経
常
利
益
率

（
企
業
規
模
別
、
年
度
）

・
・
・
22

　
　
(2
)　

法
人
企
業
統
計
に
よ

る
企
業
収
益
（
資
本
金
規
模
別
、
年
度
・
四
半
期
）

・
・
・
25

　
　
(3
)　

中
小
企
業
景
況
調
査

に
よ
る
業
況
判
断
（
Ｄ
Ｉ
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（
産
業
別
、
暦
年
・
四
半
期
）

・
・
・
26
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法
人
企
業
統
計
で
み
た
労

働
生
産
性
の
推
移
（
年
度
）

・
・
・
28

Ⅱ
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道
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県
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料
編

　
１
　
各
種
関
連
指
標

（
ラ
ン
ク

別
・

都
道

府
県

別
、

１
人

当
た

り
県

民
所

得
・

標
準

生
計

費
・
新
規
学
卒
者
(
高
卒
)
の
所
定
内
給
与
額
）

・
・
・
30

　
２
　
有
効
求
人
倍
率
の
推
移
（

ラ
ン
ク
別
・
都
道
府
県
別
、
暦
年
）

・
・
・
31

　
３
　
失
業
率
の
推
移
（
ラ
ン
ク

別
・
都
道
府
県
別
、
暦
年
・
四
半
期
）

・
・
・
32

　
４
　
賃
金
・
労
働
時
間
の
実
情

と
推
移

　
　
(1
)　

賃
金

　
　
　
イ
　
定
期
給
与
の
推
移
［

事
業
所
規
模
30
人
以
上
］
（
ラ
ン
ク
別
・
都
道
府
県
別
、
暦
年
）

・
・
・
33

　
　
(1
) 
 一

般
労
働
者
（
暦
年

、
全
国
・
産
業
計
（
企
業
規
模
10
人
以
上
・
10
～
99
人
）
）

　
　
(2
) 
 短

時
間
労
働
者
（
暦

年
、
全
国
・
産
業
計
（
企
業
規
模
10
人
以
上
・
10
～
99
人
）
）

　
　
(3
) 
 毎

月
勤
労
統
計
調
査

（
暦
年
、
全
国
・
産
業
計
事
業
所
規
模
30
人
以
上
）



　
　
　
ロ
　
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働

者
の
１
求
人
票
あ
た
り
の
募
集
賃
金
平
均
額

・
・
・
34

　
　
　
ハ
　
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働

者
の
１
求
人
票
あ
た
り
の
募
集
賃
金
下
限
額

・
・
・
35

　
　
(2
)　

労
働
時
間

　
　
　
　
常
用
労
働
者
１
人
平
均

月
間
総
実
労
働
時
間
と
所
定
外
労
働
時
間
の
推
移
［
調
査
産
業
計
、
事
業
所
規
模
30
人
以
上
］

・
・
・
36

　
　
　
　
（
ラ
ン
ク
別
・
都
道
府

県
別
、
総
実
労
働
時
間
・
所
定
外
労
働
時
間
別
（
暦
年
）
）

　
５
　
消
費
者
物
価
指
数
等
の
推

移

　
　
(1
)　

消
費
者
物
価
対
前
年

上
昇
率
の
推
移
（
ラ
ン
ク
別
・
都
道
府
県
別
、
暦
年
・
月
）

・
・
・
37

　
　
(2
)　

消
費
者
物
価
地
域
差

指
数
の
推
移
（
ラ
ン
ク
別
・
都
道
府
県
庁
所
在
都
市
別
、
暦
年
）

・
・
・
38

　
６
　
労
働
者
数
等
の
推
移

　
　
(1
)　

常
用
労
働
者
数
［
事

業
所
規
模
５
人
以
上
］
（
ラ
ン
ク
別
・
都
道
府
県
別
・
暦
年
）

・
・
・
39

　
　
(2
)　

雇
用
保
険
の
被
保
険

者
数
（
ラ
ン
ク
別
・
都
道
府
県
別
・
暦
年
）

・
・
・
40

　
　
(3
)　

就
業
者
数
（
ラ
ン
ク

別
・
都
道
府
県
別
・
暦
年
）

・
・
・
41

Ⅲ
　
業
務
統
計
資
料
編

　
１
　
地
域
別
最
低
賃
金
改
定
状

況

　
　
(1
)　

令
和
３
年
度
　
地
域

別
最
低
賃
金
の
審
議
・
決
定
状
況

　
　
　
　
（
ラ
ン
ク
区
分
・
都
道

府
県
別
、
前
年
度
決
定
金
額
・
改
正
最
低
賃
金
額
（
引
上
げ
額
・
率
）
・
採
決
状
況
等
）

・
・
・
42

　
　
(2
)　

目
安
と
改
定
額
と
の

関
係
の
推
移
（
ラ
ン
ク
別
・
都
道
府
県
別
、
年
度
）

・
・
・
43

　
　
(3
)　

効
力
発
生
年
月
日
の

推
移
（
ラ
ン
ク
別
・
都
道
府
県
別
、
年
度
）

・
・
・
44

　
　
(4
)　

加
重
平
均
額
と
引
上

げ
率
の
推
移
（
全
国
・
ラ
ン
ク
別
、
年
度
）

・
・
・
45

　
　
(5
)　

最
高
額
と
最
低
額
及

び
格
差
の
推
移
（
最
高
額
・
最
低
額
・
格
差
、
年
度
）

・
・
・
46

　
　
(6
)　

地
域
別
最
低
賃
金
引

上
げ
率
の
推
移
（
ラ
ン
ク
別
・
都
道
府
県
別
、
年
度
）

・
・
・
47

　
２
　
最
低
賃
金
の
履
行
確
保
を

主
眼
と
す
る
監
督
指
導
結
果

　
　
(1
)　

監
督
指
導
結
果
の
推

移
（
全
国
計
、
暦
年
、
法
違
反
の
状
況
等
）

・
・
・
48

　
　
(2
)　

業
種
別
法
違
反
の
状

況
（
令
和
４
年
１
月
～
３
月
、
全
国
計
）

・
・
・
49
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１
　

主
要

指
標

の
推

移
 
(
1
)
 
G
D
P
、

鉱
工

業
生

産
指

数
、

製
造

工
業

稼
働

率
指

数
、

倒
産

件
数

、
完

全
失

業
者

数
及

び
完

全
失

業
率

年
率
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％
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％
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0
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△
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1
,
5
3
9

△
 
1
2
.
1
 

4
年

１
～

３
月

5
,
4
1
9
,
7
0
4

0
.
2
 

0
.
6
 

5
,
3
8
7
,
6
1
8

△
 
0
.
1
 

9
5
.
7

0
.
8
 

9
3
.
2

△
 
1
.
6
 

1
,
5
0
4

△
 
3
.
2
 

令
和

4
年

１
月

-
-

-
-

-
9
4
.
3

△
 
2
.
4
 

9
2
.
8

△
 
3
.
6
 

4
5
2

△
 
4
.
6
 

２
月

-
-

-
-

-
9
6
.
2

2
.
0
 

9
4
.
2

1
.
5
 

4
5
9

2
.
9
 

３
月

-
-

-
-

-
9
6
.
5

0
.
3
 

9
2
.
7

△
 
1
.
6
 

5
9
3

△
 
6
.
5
 

４
月

-
-

-
-

-
9
5
.
1

△
 
1
.
5
 

9
2
.
7

0
.
0
 

4
8
6

1
.
9
 

５
月

-
-

-
-

-
5
2
4

1
1
.
0
 

（
注

）
国

民
経

済
計

算
及

び
鉱

工
業

生
産

指
数

の
四

半
期

別
・

月
別

の
数

値
並

び
に

完
全

失
業

者
数

及
び

完
全

失
業

率
の

月
別

の
数

値
は

、
季

節
調

整
値

及
び

前
期

（
月

、
四

半
期

）
比

（
差

）
で

あ
る

。

な
お

、
平

成
2
4
年

以
前

の
鉱

工
業

生
産

指
数

、
製

造
工

業
稼

働
率

指
数

は
接

続
指

数
よ

り
推

計
し

た
値

で
あ

る
。

Ｇ
Ｄ

Ｐ
（

国
内

総
生

産
）

鉱
工

業
生

産
指

数
製

造
工

業
稼

働
率

指
数

倒
産

件
数

完
全

失
業

者
数

（
月

平
均

）
完

全
失

業
率

名
目

前
期

比
実

質
前

期
比

実
数

前
年

差

（
万

人
）

（
万

人
）

（
％

）

指
数

前
期

比
指

数
前

期
比

実
数

前
年

比

2
6
5

△
 
2
0

4
.
0

2
3
6

△
 
2
9

3
.
6

2
8
5

△
 
1
7

4
.
3

1
9
0

△
 
1
8

2
.
8

1
6
7

△
 
2
3

2
.
4

2
2
2

△
 
1
4

3
.
4

2
0
8

△
 
1
4

3
.
1

1
9
5

3
2
.
8

1
6
2

△
 
5

2
.
4

1
9
2

3
0

2
.
8

1
6
7

1
2
.
4

2
0
3

4
8

2
.
9

1
9
5

2
8

2
.
8

1
9
6

2
7

2
.
8

2
0
6

4
3

3
.
0

1
8
0

△
 
2
3

2
.
6

1
8
2

△
 
1
3

2
.
7

2
1
0

1
4

3
.
0

1
9
3

△
 
1
3

2
.
8

1
8
8

△
 
3

2
.
7

1
7
9

△
 
9

2
.
6

1
9
1

4
2
.
8

資
料

出
所

内
閣

府
「

国
民

経
済

計
算

」
経

済
産

業
省

「
鉱

工
業

指
数

」
東

京
商

工
リ

サ
ー

チ
調

べ
総

務
省

「
労

働
力

調
査

」

1
7
6

△
 
3

2
.
5

-
1
-



１
　

主
要

指
標

の
推

移
 
(
2
)
 
求

人
倍

率
、

消
費

者
物

価
指

数
、

国
内

企
業

物
価

指
数

、
賃

金
（

現
金

給
与

総
額

）
指

数

（
倍

）
（

倍
）

(
R
2
年

=
1
0
0
)

（
％

）
(
R
2
年

=
1
0
0
)

（
％

）
(
R
2
年

=
1
0
0
)

（
％

）
(
R
2
年

=
1
0
0
)

（
％

）
（

％
）

(
R
2
年

=
1
0
0
)

（
％

）
(
R
2
年

=
1
0
0
)

（
％

）
（

％
）

平
成

2
4
年

1
.
2
8

0
.
8
0

9
3
.
3

0
.
0

9
7
.
7

△
 
0
.
9

9
7
.
9

△
 
1
.
0

1
0
4
.
9

△
 
1
.
0

2
4
.
1
0

9
8
.
5

△
 
0
.
7

1
0
5
.
6

△
 
0
.
8

1
0
.
0
8

2
5
年

1
.
4
6

0
.
9
3

9
3
.
7

0
.
5

9
8
.
9

1
.
3

9
7
.
9

△
 
0
.
1

1
0
4
.
5

△
 
0
.
6

2
4
.
3
7

9
8
.
4

△
 
0
.
1

1
0
5
.
0

△
 
0
.
6

1
0
.
3
0

2
6
年

1
.
6
6

1
.
0
9

9
6
.
8

3
.
3

1
0
2
.
1

3
.
1

9
8
.
9

1
.
1

1
0
2
.
2

△
 
2
.
2

2
4
.
5
0

1
0
0
.
2

1
.
9

1
0
3
.
5

△
 
1
.
5

1
0
.
4
0

2
7
年

1
.
8
0

1
.
2
0

9
7
.
8

1
.
0

9
9
.
7

△
 
2
.
3

9
9
.
0

0
.
1

1
0
1
.
2

△
 
0
.
9

2
5
.
4
0

1
0
0
.
4

0
.
2

1
0
2
.
7

△
 
0
.
7

1
1
.
5
2

2
8
年

2
.
0
4

1
.
3
6

9
7
.
7

△
 
0
.
1

9
6
.
2

△
 
3
.
5

1
0
0
.
1

1
.
1

1
0
2
.
5

1
.
3

2
5
.
2
2

1
0
1
.
1

0
.
8

1
0
3
.
5

0
.
9

1
1
.
3
2

2
9
年

2
.
2
4

1
.
5
0

9
8
.
3

0
.
6

9
8
.
4

2
.
3

1
0
0
.
7

0
.
5

1
0
2
.
4

△
 
0
.
1

2
5
.
0
9

1
0
2
.
4

1
.
3

1
0
4
.
2

0
.
7

1
0
.
7
8

3
0
年

2
.
3
9

1
.
6
1

9
9
.
5

1
.
2

1
0
1
.
0

2
.
6

1
0
1
.
9

1
.
2

1
0
2
.
4

0
.
0

2
5
.
0
9

1
0
3
.
9

1
.
5

1
0
4
.
4

0
.
3

1
0
.
1
6

令
和

元
年

2
.
4
2

1
.
6
0

1
0
0
.
0

0
.
6

1
0
1
.
2

0
.
2

1
0
1
.
7

△
 
0
.
2

1
0
1
.
7

△
 
0
.
8

2
5
.
5
9

1
0
4
.
1

0
.
2

1
0
4
.
1

△
 
0
.
4

1
0
.
2
7

2
年

1
.
9
5

1
.
1
8

1
0
0
.
0

0
.
0

1
0
0
.
0

△
 
1
.
2

1
0
0
.
0

△
 
1
.
7

1
0
0
.
0

△
 
1
.
7

2
5
.
2
8

1
0
0
.
0

△
 
4
.
0

1
0
0
.
0

△
 
3
.
9

1
0
.
6
3

3
年

2
.
0
2

1
.
1
3

9
9
.
7

△
 
0
.
3

1
0
4
.
5

4
.
5

1
0
0
.
9

1
.
0

1
0
1
.
2

1
.
2

2
5
.
0
5

1
0
2
.
2

2
.
2

1
0
2
.
5

2
.
5

1
0
.
5
5

3
年

１
～
３
月

1
.
9
6

1
.
0
9

9
9
.
8

0
.
3

1
0
1
.
0

1
.
4

1
0
1
.
1

1
.
4

1
0
1
.
4

1
.
0

2
5
.
2
3

1
0
2
.
8

2
.
6

1
0
3
.
1

2
.
2

1
0
.
8
5

４
～
６
月

2
.
0
5

1
.
1
1

9
9
.
2

△
 
0
.
6

1
0
3
.
4

2
.
4

1
0
1
.
3

0
.
2

1
0
2
.
0

0
.
6

2
4
.
6
9

1
0
2
.
9

0
.
1

1
0
3
.
6

0
.
5

1
0
.
3
9

７
～
９
月

2
.
0
3

1
.
1
5

9
9
.
8

0
.
6

1
0
5
.
6

2
.
1

1
0
1
.
2

△
 
0
.
1

1
0
1
.
5

△
 
0
.
5

2
5
.
0
2

1
0
2
.
5

△
 
0
.
4

1
0
2
.
8

△
 
0
.
8

1
0
.
5
4

1
0～

12
月

2
.
1
0

1
.
1
7

1
0
0
.
0

0
.
3

1
0
8
.
0

2
.
3

1
0
0
.
5

△
 
0
.
7

1
0
0
.
6

△
 
0
.
9

2
5
.
2
4

1
0
1
.
8

△
 
0
.
7

1
0
1
.
8

△
 
1
.
0

1
0
.
4
0

4
年

１
～
３
月

2
.
1
8

1
.
2
1

1
0
0
.
8

0
.
8

1
1
0
.
3

2
.
1

1
0
3
.
7

3
.
2

1
0
2
.
9

2
.
3

2
4
.
3
5

1
0
3
.
2

1
.
4

1
0
2
.
4

0
.
6

1
0
.
7
0

令
和

4
年

１
月

2
.
1
6

1
.
2
0

1
0
0
.
4

0
.
3

1
0
9
.
3

0
.
8

1
0
2
.
7

3
.
2

1
0
2
.
5

3
.
1

2
4
.
5
2

1
0
3
.
3

3
.
3

1
0
3
.
2

3
.
4

1
0
.
6
6

２
月

2
.
2
1

1
.
2
1

1
0
0
.
8

0
.
4

1
1
0
.
3

0
.
9

1
0
3
.
7

1
.
0

1
0
2
.
9

0
.
4

2
4
.
3
4

1
0
3
.
2

△
 
0
.
1

1
0
2
.
4

△
 
0
.
8

1
0
.
8
2

３
月

2
.
1
6

1
.
2
2

1
0
1
.
3

0
.
5

1
1
1
.
3

0
.
9

1
0
4
.
8

1
.
1

1
0
3
.
3

0
.
4

2
4
.
2
0

1
0
3
.
1

△
 
0
.
1

1
0
1
.
7

△
 
0
.
7

1
0
.
6
2

４
月

2
.
1
9

1
.
2
3

1
0
1
.
8

0
.
5

1
1
2
.
8

1
.
3

1
0
4
.
6

△
 
0
.
2

1
0
2
.
6

△
 
0
.
7

2
4
.
2
2

1
0
5
.
1

1
.
9

1
0
3
.
2

1
.
5

1
0
.
7
5

５
月

1
0
2
.
1

0
.
3

1
1
2
.
8

0
.
0

（
注

）
１

　
職

業
安

定
業

務
統

計
、

賃
金

指
数

の
四

半
期

別
・

月
別

の
数

値
及

び
消

費
者

物
価

指
数

の
月

別
の

数
値

は
季

節
調

整
値

及
び

そ
の

前
期

（
四

半
期

、
月

）
比

で
あ

り
、

　
　

　
　

そ
の

ほ
か

の
数

値
は

原
数

値
で

あ
る

。
　

　
　

２
　

毎
月

勤
労

統
計

調
査

は
、

事
業

所
規

模
3
0
人

以
上

の
結

果
で

あ
り

、
平

成
2
4
年

以
降

は
再

集
計

さ
れ

た
公

表
値

、
平

成
2
3
年

以
前

は
時

系
列

比
較

の
た

め
の

推
計

値
で

あ
る

。
　

　
　

３
　

求
人

倍
率

は
、

新
規

学
卒

者
を

除
き

、
パ

ー
ト

タ
イ

ム
を

含
ん

で
い

る
。

　
　

　
４

　
国

内
企

業
物

価
指

数
の

令
和

４
年

５
月

分
の

数
値

は
速

報
値

で
あ

り
、

同
指

数
令

和
元

年
以

前
の

暦
年

値
は

労
働

基
準

局
賃

金
課

に
お

い
て

月
次

指
数

を
単

純
平

均
し

た
。

求
人

倍
率

消
費

者
物

価
指

数
国

内
企

業
物

価
指

数
賃

金
(
現

金
給

与
総

額
)
指

数
、

パ
ー

ト
比

率

(
持

家
の

帰
属

家
賃

を
除

く
総

合
)

調
査

産
業

計
製

造
業

有
効

指
数

前
期

比
指

数
前

期
比

前
期

比
実

質
指

数
前

期
比

パ
ー

ト
比

率

資
料

出
所

厚
生
労
働
省
「
職
業
安
定
業
務
統
計
」

総
務

省
「

消
費

者
物

価
指

数
」

日
本

銀
行

「
企

業
物

価
指

数
」

厚
生

労
働

省
「

毎
月

勤
労

統
計

調
査

」

名
目

指
数

前
期

比
実

質
指

数
前

期
比

パ
ー

ト
比

率
名

目
指

数
新

規

-
2
-



２
　

有
効

求
人

倍
率

の
推

移
　

(
1
)
　

有
効

求
人

倍
率

の
推

移

（
単

位
：

倍
）

年

区
分

１
月

２
月

３
月

４
月

全
国

0
.
8
0

0
.
9
3

1
.
0
9

1
.
2
0

1
.
3
6

1
.
5
0

1
.
6
1

1
.
6
0

1
.
1
8

1
.
1
3

1
.
2
0

1
.
2
1

1
.
2
2

1
.
2
3

Ａ
ラ

ン
ク

0
.
8
4

1
.
0
0

1
.
1
9

1
.
2
8

1
.
4
4

1
.
5
2

1
.
6
2

1
.
6
0

1
.
1
3

1
.
0
1

1
.
0
4

1
.
0
6

1
.
0
9

1
.
1
3

Ｂ
ラ

ン
ク

0
.
7
8

0
.
8
7

1
.
0
5

1
.
1
7

1
.
3
2

1
.
5
1

1
.
6
3

1
.
6
0

1
.
1
5

1
.
1
7

1
.
2
5

1
.
2
7

1
.
2
8

1
.
3
1

Ｃ
ラ

ン
ク

0
.
8
9

1
.
0
0

1
.
1
6

1
.
2
5

1
.
4
2

1
.
5
7

1
.
6
8

1
.
6
9

1
.
2
9

1
.
2
9

1
.
3
8

1
.
3
9

1
.
3
9

1
.
4
0

Ｄ
ラ

ン
ク

0
.
7
3

0
.
8
5

0
.
9
7

1
.
0
8

1
.
2
3

1
.
3
8

1
.
4
7

1
.
4
5

1
.
1
6

1
.
2
2

1
.
3
1

1
.
3
3

1
.
3
3

1
.
3
4

資
料

出
所

　
厚

生
労

働
省

「
職

業
安

定
業

務
統

計
」

（
注

）
１

　
各

ラ
ン

ク
の

算
出

に
用

い
た

有
効

求
人

倍
率

は
、

求
人

票
を

受
理

し
た

ハ
ロ

ー
ワ

ー
ク

の
所

在
地

で
集

計
し

た
受

理
地

別
の

数
値

で
あ

る
。

　
　

　
２

　
各

ラ
ン

ク
に

お
け

る
数

値
は

、
都

道
府

県
ご

と
の

数
値

の
単

純
平

均
で

あ
る

。

　
　

　
３

　
新

規
学

卒
者

を
除

き
、

パ
ー

ト
タ

イ
ム

を
含

ん
で

い
る

。

　
　

　
４

　
各

ラ
ン

ク
は

、
各

年
に

お
け

る
適

用
ラ

ン
ク

で
あ

る
。

　
　

　
５

　
各

月
の

数
値

は
季

節
調

整
値

で
あ

る
。

令
和

４
年

２
年

３
年

2
6
年

2
7
年

2
8
年

2
9
年

3
0
年

令
和

元
年

2
5
年

平
成

2
4
年

-
3
-



　
(
2
)
　

年
齢

別
常

用
求

人
倍

率
の

推
移

（
単

位
：

倍
）

区
分

年
齢

計
１

９
歳

２
０

～
２

５
～

３
０

～
３

５
～

４
０

～
４

５
～

５
０

～
５

５
～

６
０

～
６

５
歳

以
下

２
４

歳
２

９
歳

３
４

歳
３

９
歳

４
４

歳
４

９
歳

５
４

歳
５

９
歳

６
４

歳
以

上

平
成

2
2
年

0.
48

2.
63

0.
54

0.
39

0.
40

0.
38

0.
42

0
.
4
4

0
.
4
8

0
.
4
0

0
.
3
4

1
.
0
5

2
3
年

0.
59

3.
32

0.
70

0.
50

0.
51

0.
46

0.
47

0
.
5
3

0
.
5
9

0
.
5
3

0
.
3
8

1
.
1
5

2
4
年

0.
72

4.
56

0.
90

0.
61

0.
63

0.
57

0.
56

0
.
6
5

0
.
7
2

0
.
7
0

0
.
4
7

1
.
1
1

2
5
年

0.
83

5.
29

1.
04

0.
71

0.
73

0.
67

0.
63

0
.
7
2

0
.
8
2

0
.
8
3

0
.
5
8

1
.
0
7

2
6
年

0.
97

6.
29

1.
23

0.
84

0.
87

0.
82

0.
74

0
.
8
4

0
.
9
6

1
.
0
0

0
.
7
1

1
.
0
5

2
7
年

1.
08

7.
12

1.
38

0.
95

0.
98

0.
93

0.
83

0
.
9
1

1
.
0
3

1
.
1
1

0
.
7
9

1
.
0
4

2
8
年

1.
22

8.
03

1.
60

1.
11

1.
14

1.
10

0.
95

0
.
9
8

1
.
1
5

1
.
2
3

0
.
8
9

1
.
0
7

2
9
年

1.
35

8.
76

1.
81

1.
27

1.
30

1.
27

1.
10

1
.
0
6

1
.
2
5

1
.
3
4

0
.
9
7

1
.
0
6

3
0
年

1.
45

9.
58

2.
02

1.
44

1.
47

1.
43

1.
25

1
.
1
4

1
.
3
1

1
.
4
1

1
.
0
2

0
.
9
6

令
和

元
年

1.
45

9.
83

2.
06

1.
47

1.
52

1.
49

1.
32

1
.
1
5

1
.
2
8

1
.
3
9

0
.
9
8

0
.
8
6

資
料

出
所

　
厚

生
労

働
省

「
職

業
安

定
業

務
統

計
」

（
注

）
１

　
新

規
学

卒
者

、
臨

時
・

季
節

労
働

者
を

除
き

、
常

用
的

パ
ー

ト
タ

イ
ム

を
含

ん
で

い
る

。

　
　

　
２

　
令

和
２

年
４

月
以

降
、

年
齢

別
常

用
求

人
倍

率
が

公
表

さ
れ

な
く

な
っ

た
た

め
、

令
和

元
年

ま
で

の
数

値
を

掲
載

し
て

い
る

。

-
4
-



３
　

賃
金

・
労

働
時

間
の

推
移

　
(
1
)
　

賃
金

　
　
イ
　
賃
金
（
現
金
給
与
総
額

・
定
期
給
与
額
）
増
減
率
の
推
移

（
単
位
：
％
）

年

区
分

１
月

２
月

３
月

４
月

0
.
1
 

1
.
1
 

0
.
5
 

1
.
2
 

△
 
0
.
2
 

△
 
1
.
7
 

1
.
0
 

1
.
8
 

2
.
5
 

3
.
4
 

2
.
6
 

5
0
0
人

以
上

△
 
0
.
2
 

0
.
5
 

0
.
0
 

4
.
0
 

△
 
1
.
1
 

△
 
1
.
5
 

1
.
3
 

1
.
2
 

2
.
1
 

2
.
7
 

1
.
6
 

1
0
0
～

4
9
9
人

0
.
1
 

0
.
9
 

△
 
0
.
2
 

2
.
4
 

0
.
1
 

△
 
2
.
7
 

0
.
3
 

2
.
3
 

2
.
9
 

4
.
7
 

3
.
6
 

3
0
～

9
9
人

△
 
0
.
2
 

1
.
4
 

1
.
4
 

△
 
0
.
9
 

△
 
0
.
5
 

△
 
1
.
3
 

0
.
5
 

3
.
2
 

3
.
1
 

3
.
6
 

3
.
4
 

1
.
0
 

0
.
3
 

1
.
0
 

△
 
0
.
7
 

△
 
0
.
1
 

0
.
0
 

0
.
0
 

△
 
0
.
2
 

△
 
1
.
0
 

△
 
0
.
3
 

△
 
1
.
0
 

0
.
5
 

0
.
6
 

0
.
4
 

0
.
7
 

0
.
1
 

△
 
1
.
1
 

1
.
2
 

2
.
0
 

2
.
3
 

2
.
2
 

2
.
5
 

(
0
.
6
)

(
0
.
6
)

(
0
.
6
)

(
0
.
7
)

(
0
.
1
)

(
0
.
1
)

(
0
.
8
)

(
1
.
8
)

(
1
.
9
)

(
1
.
9
)

(
2
.
2
)

0
.
0
 

0
.
5
 

△
 
0
.
1
 

3
.
0
 

△
 
0
.
4
 

△
 
0
.
7
 

1
.
7
 

1
.
6
 

1
.
7
 

1
.
7
 

1
.
3
 

(
△

 
0
.
1
)

(
0
.
6
)

(
0
.
1
)

(
3
.
1
)

(
△

 
0
.
3
)

(
0
.
5
)

(
1
.
1
)

(
1
.
2
)

(
1
.
3
)

(
1
.
4
)

(
1
.
1
)

0
.
4
 

0
.
3
 

△
 
0
.
1
 

2
.
0
 

0
.
2
 

△
 
1
.
9
 

0
.
7
 

2
.
6
 

3
.
0
 

3
.
1
 

3
.
5
 

(
0
.
7
)

(
0
.
3
)

(
0
.
1
)

(
2
.
2
)

(
0
.
4
)

(
△

 
1
.
0
)

(
0
.
2
)

(
2
.
0
)

(
2
.
4
)

(
2
.
5
)

(
2
.
8
)

0
.
5
 

0
.
6
 

1
.
1
 

△
 
1
.
1
 

△
 
0
.
6
 

△
 
1
.
1
 

0
.
9
 

2
.
9
 

3
.
2
 

3
.
0
 

3
.
5
 

(
0
.
3
)

(
0
.
7
)

(
1
.
0
)

(
△

 
1
.
3
)

(
△

 
0
.
7
)

(
0
.
2
)

(
0
.
8
)

(
2
.
8
)

(
3
.
1
)

(
2
.
9
)

(
3
.
3
)

0
.
4
 

0
.
1
 

1
.
0
 

△
 
0
.
6
 

△
 
0
.
2
 

0
.
2
 

△
 
0
.
1
 

△
 
0
.
6
 

△
 
1
.
1
 

△
 
0
.
7
 

△
 
1
.
0
 

(
0
.
2
)

(
0
.
2
)

(
0
.
7
)

(
△

 
0
.
5
)

(
△

 
0
.
1
)

(
0
.
8
)

(
0
.
0
)

(
△

 
0
.
7
)

(
△

 
1
.
3
)

(
△

 
0
.
7
)

(
△

 
1
.
1
)

資
料

出
所

　
厚

生
労

働
省

「
毎

月
勤

労
統

計
調

査
」

（
注

）
１

　
再

集
計

さ
れ

た
平

成
2
4
年

以
降

の
公

表
値

を
掲

載
し

て
い

る
。

　
　

　
２

　
各

年
（

月
）

の
数

値
は

、
指

数
の

対
前

年
（

同
月

）
増

減
率

で
あ

る
。

　
　

　
３

　
（

　
）

内
の

数
値

は
所

定
内

給
与

額
に

つ
い

て
の

増
減

率
で

あ
る

。

２
年

３
年

令
和

４
年

現 金 給 与 総 額

3
0
人

以
上

5
～

2
9
人

平
成

2
7
年

2
8
年

2
9
年

3
0
年

令
和

元
年

定 期 給 与 額

3
0
人

以
上

5
0
0
人

以
上

1
0
0
～

4
9
9
人

3
0
～

9
9
人

5
～

2
9
人

-
5
-



　
　
ロ
　
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
者
比
率
の
推
移

（
単
位
：
％
）

年

区
分

１
月

２
月

３
月

４
月

2
4
.
3
7

2
4
.
5
0

2
5
.
4
0

2
5
.
2
2

2
5
.
0
9

2
5
.
0
9

2
5
.
5
9

2
5
.
2
8

2
5
.
0
5

2
4
.
5
2

2
4
.
3
4

2
4
.
2
0

2
4
.
2
2

5
0
0
人

以
上

1
6
.
3
0

1
6
.
6
7

1
7
.
3
1

1
7
.
0
6

1
6
.
6
3

1
5
.
8
5

1
6
.
0
3

1
5
.
3
9

1
5
.
3
0

1
5
.
2
3

1
5
.
1
9

1
4
.
3
2

1
4
.
8
6

1
0
0
～

4
9
9
人

2
3
.
2
9

2
3
.
7
2

2
4
.
9
3

2
4
.
4
6

2
4
.
9
9

2
4
.
6
0

2
4
.
7
8

2
4
.
9
2

2
4
.
4
0

2
3
.
8
0

2
3
.
3
3

2
2
.
7
8

2
3
.
0
8

3
0
～

9
9
人

2
9
.
1
2

2
9
.
1
9

3
0
.
1
2

3
0
.
3
9

2
9
.
9
5

3
0
.
2
8

3
1
.
4
7

3
1
.
1
5

3
1
.
3
1

3
0
.
0
9

3
0
.
1
0

3
0
.
6
9

3
0
.
2
4

3
6
.
4
7

3
6
.
9
1

3
7
.
2
3

3
7
.
8
0

3
7
.
9
0

3
9
.
0
6

3
9
.
7
8

3
9
.
1
4

3
9
.
5
2

4
0
.
6
5

4
0
.
7
8

4
0
.
8
2

4
0
.
5
6

資
料

出
所

　
厚

生
労

働
省

「
毎

月
勤

労
統

計
調

査
」

（
注

）
再

集
計

さ
れ

た
平

成
2
4
年

以
降

の
公

表
値

を
掲

載
し

て
い

る
。

2
6
年

2
7
年

2
8
年

2
9
年

パ ー ト タ イ ム 労 働 者 比 率

3
0
人

以
上

5
～

2
9
人

平
成

2
5
年

3
0
年

令
和

元
年

２
年

３
年

令
和

４
年

-
6
-



　
　

ハ
　

初
任

給
額

、
上

昇
額

等
の

推
移

区
分

年
度

1
4
0

(
0
.
1
)

1
6
1

(
0
.
1
)

9
1

(
0
.
1
)

7
2

(
0
.
0
)

9
1

(
0
.
1
)

1
2
5

(
0
.
1
)

2
0
7

(
0
.
1
)

2
3
2

(
0
.
1
)

3
0

(
0
.
0
)

1
7
6

(
0
.
1
)

1
4
1

(
0
.
1
)

1
8
7

(
0
.
1
)

1
2
5

(
0
.
1
)

3
8

(
0
.
0
)

1
5
3

(
0
.
1
)

2
2
3

(
0
.
1
)

1
3
2

(
0
.
1
)

4
6
1

(
0
.
2
)

1
7
5

(
0
.
1
)

1
6
1

(
0
.
1
)

7
0
2

(
0
.
4
)

5
6
9

(
0
.
3
)

5
4
4

(
0
.
3
)

7
3
6

(
0
.
5
)

8
4
2

(
0
.
5
)

6
5
5

(
0
.
4
)

8
0
6

(
0
.
4
)

6
0
1

(
0
.
3
)

4
6
4

(
0
.
3
)

7
8
7

(
0
.
4
)

1
,
2
3
9

(
0
.
8
)

9
0
4

(
0
.
5
)

7
0
6

(
0
.
4
)

1
,
1
5
1

(
0
.
7
)

1
,
5
7
9

(
0
.
9
)

1
,
3
4
2

(
0
.
8
)

1
,
5
7
4

(
0
.
8
)

1
,
9
3
3

(
0
.
9
)

1
,
3
1
8

(
0
.
7
)

1
,
8
7
5

(
0
.
9
)

8
2
4

(
0
.
5
)

5
8
2

(
0
.
3
)

6
1
6

(
0
.
4
)

7
4
8

(
0
.
5
)

9
9
5

(
0
.
5
)

7
6
7

(
0
.
4
)

8
8
0

(
0
.
4
)

1
,
2
6
3

(
0
.
6
)

6
3
1

(
0
.
3
)

1
,
1
5
3

(
0
.
5
)

1
,
0
9
3

(
0
.
7
)

5
6
5

(
0
.
3
)

5
3
2

(
0
.
3
)

8
3
4

(
0
.
5
)

9
6
6

(
0
.
5
)

8
5
1

(
0
.
5
)

1
,
1
0
9

(
0
.
5
)

1
,
1
3
2

(
0
.
5
)

7
4
5

(
0
.
4
)

9
3
0

(
0
.
4
)

1
,
3
6
1

(
0
.
8
)

2
,
6
1
8

(
1
.
6
)

2
,
3
8
5

(
1
.
5
)

1
,
3
8
6

(
0
.
8
)

1
,
6
6
0

(
0
.
9
)

1
,
4
9
3

(
0
.
8
)

1
,
6
3
7

(
0
.
8
)

2
,
1
7
1

(
1
.
0
)

1
,
5
1
1

(
0
.
8
)

1
,
7
0
7

(
0
.
8
)

1
,
6
7
0

(
1
.
0
)

1
,
7
3
7

(
1
.
0
)

1
,
6
4
1

(
1
.
0
)

1
,
6
1
3

(
1
.
0
)

1
,
4
9
0

(
0
.
8
)

1
,
6
4
2

(
0
.
9
)

1
,
5
4
4

(
0
.
7
)

1
,
2
5
1

(
0
.
6
)

1
,
0
4
1

(
0
.
6
)

1
,
5
6
9

(
0
.
7
)

1
,
6
8
1

(
1
.
0
)

1
,
0
9
8

(
0
.
8
)

1
,
1
6
0

(
0
.
7
)

1
,
4
4
3

(
0
.
8
)

1
,
5
9
7

(
0
.
8
)

1
,
2
0
2

(
0
.
7
)

1
,
4
0
8

(
0
.
7
)

1
,
6
0
8

(
0
.
8
)

1
,
2
3
1

(
0
.
7
)

1
,
4
9
8

(
0
.
7
)

6
3
4

(
0
.
4
)

7
8
1

(
0
.
5
)

6
0
3

(
0
.
4
)

5
0
5

(
0
.
3
)

8
6
7

(
0
.
5
)

7
9
7

(
0
.
4
)

7
2
7

(
0
.
3
)

9
0
4

(
0
.
4
)

5
4
4

(
0
.
3
)

7
7
8

(
0
.
3
)

2
,
6
7
6

(
1
.
6
)

3
,
0
1
1

(
1
.
7
)

3
,
0
6
7

(
1
.
9
)

1
,
9
5
9

(
1
.
1
)

2
,
1
1
9

(
1
.
1
)

1
,
9
4
0

(
1
.
0
)

2
,
5
7
4

(
1
.
2
)

1
,
8
6
8

(
0
.
9
)

1
,
4
8
5

(
0
.
8
)

2
,
1
3
9

(
0
.
9
)

資
料

出
所

　
労

務
行

政
研

究
所

（
労

政
時

報
）

「
決

定
初

任
給

の
最

終
結

果
（

各
年

度
）

」

（
注

）
１

　
集

計
（

回
答

）
企

業
は

各
調

査
年

度
に

よ
り

異
な

り
、

上
昇

額
・

率
は

各
調

査
年

度
に

お
い

て
付

帯
的

に
調

査
し

た
前

年
度

の
初

任
給

額
を

も
と

に
算

出
し

た
も

の
で

あ
る

。
 
 
 
 
 
 
 
 
こ

の
た

め
、

上
昇

額
・

率
は

、
前

年
度

の
初

任
給

額
か

ら
計

算
さ

れ
る

上
昇

額
・

率
と

は
一

致
し

な
い

。
ま

た
、

上
昇

額
・

率
が

正
で

あ
っ

て
も

初
任

給
額

が
前

年
度

の
額

 
 
 
 
 
 
 
 
よ

り
も

小
さ

く
な

っ
て

い
る

箇
所

が
一

部
の

区
分

に
み

ら
れ

る
。

　
　

　
２

　
調

査
対

象
は

、
東

証
プ

ラ
イ

ム
上

場
企

業
（

令
和

３
年

度
ま

で
は

全
国

証
券

市
場

の
上

場
企

業
及

び
上

場
企

業
に

匹
敵

す
る

非
上

場
企

業
）

で
あ

る
。

　
　

　
３

　
令

和
４

年
度

は
速

報
値

で
あ

る
。

上
段

：
初

任
給

額
（

単
位

：
円

）
、

下
段

：
上

昇
額

・
率

（
単

位
：

円
、

％
）

2
7
年

度
1
6
3
,
7
3
7

2
8
年

度
1
6
4
,
8
2
8

2
9
年

度
1
6
5
,
9
7
7

2
6
年

度
1
6
2
,
3
8
1

一
律

平
成

2
4
年

度
1
6
2
,
0
4
7

2
5
年

度
1
6
2
,
1
9
5

1
7
1
,
5
5
0

４
年

度
1
7
5
,
2
3
4

1
7
7
,
4
4
7

1
6
7
,
3
7
1

1
7
5
,
2
8
5

1
9
3
,
9
7
6

1
8
7
,
0
4
4

3
0
年

度
1
6
8
,
2
8
6

令
和

元
年

度
1
6
8
,
6
9
6

２
年

度
1
7
0
,
6
6
3

（
技

術
）

（
事

務
）

（
事

務
・

技
術

）

基
幹

職
補

助
職

基
幹

職
補

助
職

1
6
5
,
3
2
3

1
5
7
,
7
4
5

1
6
3
,
7
8
9

1
8
1
,
6
5
6

1
7
3
,
0
0
3

2
0
4
,
0
9
5

2
0
5
,
3
7
4

1
8
1
,
7
7
3

2
0
4
,
8
6
3

2
0
6
,
3
2
2

1
8
3
,
0
6
0

（
修

士
）

差
あ

り
一

律
差

あ
り

卒

高
校

卒
高

専
卒

短
大

卒
大

学
卒

大
学

院

（
事

務
・

技
術

）
（

現
業

）

2
2
0
,
5
7
6

1
6
6
,
1
2
2

1
5
8
,
6
0
3

1
6
3
,
7
8
1

1
8
2
,
1
1
2

1
7
3
,
5
9
9

2
0
4
,
1
4
9

2
0
5
,
6
9
8

1
8
2
,
2
2
8

2
1
9
,
9
8
1

2
2
0
,
7
2
4

1
6
7
,
4
7
2

1
5
9
,
3
8
2

1
6
5
,
0
5
4

1
8
4
,
1
7
3

1
7
5
,
5
9
1

2
0
5
,
9
1
4

2
0
7
,
8
5
4

1
8
4
,
1
6
9

2
2
2
,
0
8
3

1
6
7
,
2
0
2

1
5
9
,
4
4
6

1
6
3
,
9
9
0

1
8
2
,
4
0
1

1
7
4
,
1
7
9

2
0
7
,
1
6
3

2
0
9
,
7
8
5

1
8
4
,
6
9
1

2
2
3
,
6
8
4

1
6
7
,
0
9
0

1
5
9
,
4
9
7

1
6
7
,
5
6
8

1
8
6
,
4
0
2

1
7
7
,
5
4
6

2
0
8
,
2
3
5

2
1
1
,
0
5
1

1
8
6
,
0
0
4

2
2
4
,
2
1
2

1
6
7
,
3
7
0

1
5
9
,
2
4
6

1
6
6
,
6
1
7

1
8
5
,
1
8
6

1
7
6
,
1
9
7

2
0
8
,
9
2
9

2
1
3
,
5
0
0

1
8
8
,
3
6
2

2
2
5
,
3
6
2

1
7
0
,
2
9
8

1
6
1
,
0
5
8

1
7
0
,
0
6
6

1
8
7
,
9
4
1

1
8
0
,
4
3
1

2
0
9
,
1
7
3

2
1
4
,
3
7
8

1
8
8
,
1
1
1

2
2
5
,
7
3
2

1
7
0
,
1
0
4

1
6
1
,
8
8
9

1
6
8
,
0
8
5

1
8
7
,
6
5
2

1
7
9
,
3
3
4

３
年

度

2
1
6
,
6
3
7

2
2
1
,
2
7
0

1
9
5
,
9
0
4

2
3
4
,
2
3
9

2
0
9
,
5
6
1

2
1
4
,
9
7
4

1
8
9
,
0
3
7

2
2
5
,
7
2
9

1
7
3
,
5
2
7

1
6
2
,
7
3
1

1
7
1
,
8
9
4

1
9
0
,
2
6
2

1
8
3
,
0
6
8

2
1
0
,
0
9
2

2
1
5
,
6
6
5

1
8
9
,
1
1
3

2
2
6
,
2
6
2

1
7
4
,
7
1
9

1
6
3
,
3
8
3

1
7
1
,
8
9
2

1
9
0
,
0
6
8

1
8
2
,
6
4
8

-
7
-



　
(2

)　
賃

金
・
労

働
時

間
　

　
イ

　
賃

金
・労

働
時

間
指

数
の

推
移

①
［事

業
所

規
模

30
人

以
上

］

時
間

当
た

り
時

間
当

た
り

所
定

内
給

与
所

定
内

給
与

①
②

①
／

②
③

④
③

／
④

（
％

）
（

％
）

（
％

）
（

円
）

（
時

間
）

（
円

）

平
成

2
6
年

9
7
.
5

0
.
0
 

1
0
4
.
8

△
 
0
.
5
 

9
3
.
0

0
.
5
 

2
6
8
,
8
8
1

1
3
6
.
3

1
,
9
7
3

2
7
年

9
8
.
0

0
.
6
 

1
0
4
.
8

△
 
0
.
1
 

9
3
.
5

0
.
7
 

2
6
5
,
5
4
0

1
3
5
.
8

1
,
9
5
5

2
8
年

9
8
.
6

0
.
6
 

1
0
4
.
8

0
.
0
 

9
4
.
1

0
.
6
 

2
6
7
,
2
1
0

1
3
5
.
8

1
,
9
6
8

2
9
年

9
9
.
2

0
.
6
 

1
0
4
.
7

△
 
0
.
1
 

9
4
.
7

0
.
7
 

2
6
8
,
7
3
6

1
3
5
.
7

1
,
9
8
0

3
0
年

9
9
.
9

0
.
7
 

1
0
4
.
1

△
 
0
.
6
 

9
6
.
0

1
.
3
 

2
7
0
,
6
9
4

1
3
4
.
9

2
,
0
0
7

令
和

元
年

9
9
.
9

0
.
1
 

1
0
1
.
9

△
 
2
.
1
 

9
8
.
0

2
.
2
 

2
7
0
,
8
4
7

1
3
2
.
0

2
,
0
5
2

２
年

1
0
0
.
0

0
.
1
 

1
0
0
.
0

△
 
1
.
7
 

1
0
0
.
0

1
.
8
 

2
7
1
,
0
2
5

1
2
9
.
6

2
,
0
9
1

３
年

1
0
0
.
8

0
.
8
 

1
0
0
.
9

0
.
8
 

9
9
.
9

0
.
0
 

2
7
3
,
1
8
6

1
3
0
.
8

2
,
0
8
9

２
年

１
～

３
月

9
9
.
4

0
.
4
 

9
8
.
7

△
 
0
.
4
 

1
0
0
.
7

0
.
8
 

2
6
9
,
2
9
3

1
2
7
.
9

2
,
1
0
5

４
～

６
月

1
0
0
.
1

△
 
0
.
2
 

9
8
.
7

△
 
4
.
0
 

1
0
1
.
4

3
.
8
 

2
7
1
,
2
5
0

1
2
7
.
9

2
,
1
2
1

７
～

９
月

1
0
0
.
1

0
.
0
 

1
0
0
.
1

△
 
2
.
1
 

1
0
0
.
0

2
.
1
 

2
7
1
,
2
9
2

1
2
9
.
7

2
,
0
9
2

1
0
～

1
2
月

1
0
0
.
4

0
.
0
 

1
0
2
.
6

△
 
0
.
6
 

9
7
.
9

0
.
6
 

2
7
2
,
2
7
0

1
3
3
.
0

2
,
0
4
7

３
年

１
～

３
月

1
0
0
.
1

0
.
7
 

9
8
.
1

△
 
0
.
6
 

1
0
2
.
0

1
.
3
 

2
7
1
,
1
8
1

1
2
7
.
2

2
,
1
3
2

４
～

６
月

1
0
1
.
1

1
.
1
 

1
0
2
.
6

3
.
9
 

9
8
.
5

△
 
2
.
8
 

2
7
4
,
1
2
7

1
3
2
.
9

2
,
0
6
3

７
～

９
月

1
0
0
.
8

0
.
7
 

1
0
0
.
3

0
.
1
 

1
0
0
.
5

0
.
6
 

2
7
3
,
1
8
5

1
3
0
.
0

2
,
1
0
1

1
0
～

1
2
月

1
0
1
.
2

0
.
8
 

1
0
2
.
6

0
.
0
 

9
8
.
6

0
.
8
 

2
7
4
,
2
5
1

1
3
3
.
0

2
,
0
6
2

４
年

１
～

３
月

1
0
1
.
9

1
.
8
 

9
8
.
2

0
.
1
 

1
0
3
.
8

1
.
7
 

2
7
6
,
2
5
2

1
2
7
.
2

2
,
1
7
2

資
料

出
所

　
厚

生
労

働
省

「
毎

月
勤

労
統

計
調

査
」

（
注

）
１

　
再

集
計

さ
れ

た
平

成
2
4
年

以
降

の
公

表
値

を
掲

載
し

て
い

る
。

　
　

　
２

　
事

業
所

規
模

3
0
人

以
上

、
調

査
産

業
計

の
数

値
で

あ
る

。

　
　

　
３

　
四

半
期

の
実

数
値

及
び

時
間

当
た

り
所

定
内

給
与

は
、

労
働

基
準

局
賃

金
課

に
て

算
出

。

年
・

期

指
数

（
令

和
２

年
＝

1
0
0
）

実
数

（
参

考
）

所
定

内
給

与
所

定
内

労
働

時
間

所
定

内
給

与
所

定
内

労
働

時
間

前
年

比
前

年
比

前
年

比

-
8
-



　
　

イ
　

賃
金

・労
働

時
間

指
数

の
推

移
②

［事
業

所
規

模
５

～
29

人
］

時
間

当
た

り
時

間
当

た
り

所
定

内
給

与
所

定
内

給
与

①
②

①
／

②
③

④
③

／
④

（
％

）
（

％
）

（
％

）
（

円
）

（
時

間
）

（
円

）

平
成

2
6
年

9
8
.
7

△
 
0
.
4
 

1
0
8
.
5

△
 
0
.
7
 

9
1
.
0

0
.
3
 

2
0
6
,
7
2
0

1
3
1
.
1

1
,
5
7
7

2
7
年

9
8
.
9

0
.
2
 

1
0
7
.
8

△
 
0
.
6
 

9
1
.
7

0
.
8
 

2
0
7
,
1
6
5

1
3
0
.
3

1
,
5
9
0

2
8
年

9
9
.
1

0
.
2
 

1
0
6
.
6

△
 
1
.
0
 

9
3
.
0

1
.
2
 

2
0
7
,
4
4
7

1
2
8
.
9

1
,
6
0
9

2
9
年

9
9
.
8

0
.
7
 

1
0
6
.
0

△
 
0
.
6
 

9
4
.
2

1
.
3
 

2
0
8
,
9
5
6

1
2
8
.
2

1
,
6
3
0

3
0
年

9
9
.
3

△
 
0
.
5
 

1
0
4
.
6

△
 
1
.
3
 

9
4
.
9

0
.
8
 

2
0
7
,
9
0
2

1
2
6
.
4

1
,
6
4
5

令
和

元
年

9
9
.
2

△
 
0
.
1
 

1
0
2
.
1

△
 
2
.
4
 

9
7
.
2

2
.
3
 

2
0
7
,
7
8
0

1
2
3
.
5

1
,
6
8
2

２
年

1
0
0
.
0

0
.
8
 

1
0
0
.
0

△
 
2
.
0
 

1
0
0
.
0

2
.
8
 

2
0
9
,
3
7
9

1
2
0
.
9

1
,
7
3
2

３
年

1
0
0
.
0

0
.
0
 

9
9
.
8

△
 
0
.
2
 

1
0
0
.
2

0
.
2
 

2
0
9
,
3
5
1

1
2
0
.
6

1
,
7
3
6

２
年

１
～

３
月

9
8
.
9

1
.
2
 

9
9
.
0

△
 
0
.
3
 

9
9
.
9

1
.
5
 

2
0
7
,
1
5
1

1
1
9
.
7

1
,
7
3
1

４
～

６
月

1
0
0
.
2

0
.
9
 

9
8
.
4

△
 
4
.
3
 

1
0
1
.
8

5
.
2
 

2
0
9
,
8
5
2

1
1
8
.
9

1
,
7
6
5

７
～

９
月

1
0
0
.
2

0
.
4
 

1
0
0
.
3

△
 
2
.
1
 

9
9
.
9

2
.
5
 

2
0
9
,
8
3
4

1
2
1
.
3

1
,
7
3
0

1
0
～

1
2
月

1
0
0
.
6

0
.
6
 

1
0
2
.
3

△
 
1
.
2
 

9
8
.
3

1
.
8
 

2
1
0
,
6
6
3

1
2
3
.
7

1
,
7
0
3

３
年

１
～

３
月

9
9
.
4

0
.
5
 

9
7
.
1

△
 
2
.
0
 

1
0
2
.
4

2
.
5
 

2
0
8
,
1
2
0

1
1
7
.
4

1
,
7
7
3

４
～

６
月

1
0
0
.
7

0
.
5
 

1
0
1
.
3

2
.
8
 

9
9
.
4

△
 
2
.
3
 

2
1
0
,
7
7
8

1
2
2
.
4

1
,
7
2
2

７
～

９
月

9
9
.
8

△
 
0
.
4
 

9
9
.
0

△
 
1
.
3
 

1
0
0
.
8

0
.
9
 

2
0
9
,
0
6
4

1
1
9
.
7

1
,
7
4
7

1
0
～

1
2
月

1
0
0
.
0

△
 
0
.
6
 

1
0
1
.
7

△
 
0
.
6
 

9
8
.
3

0
.
0
 

2
0
9
,
4
4
1

1
2
2
.
9

1
,
7
0
4

４
年

１
～

３
月

9
8
.
5

△
 
0
.
9
 

9
5
.
6

△
 
1
.
5
 

1
0
3
.
0

0
.
6
 

2
0
6
,
2
7
6

1
1
5
.
6

1
,
7
8
4

資
料

出
所

　
厚

生
労

働
省

「
毎

月
勤

労
統

計
調

査
」

（
注

）
１

　
再

集
計

さ
れ

た
平

成
2
4
年

以
降

の
公

表
値

を
掲

載
し

て
い

る
。

　
　

　
２

　
事

業
所

規
模

５
～

2
9
人

、
調

査
産

業
計

の
数

値
で

あ
る

。

　
　

　
３

　
四

半
期

の
実

数
値

及
び

時
間

当
た

り
所

定
内

給
与

に
つ

い
て

は
、

労
働

基
準

局
賃

金
課

に
て

算
出

。

年
・

期

指
数

（
令

和
２

年
＝

1
0
0
）

実
数

（
参

考
）

所
定

内
給

与
所

定
内

労
働

時
間

所
定

内
給

与
所

定
内

労
働

時
間

前
年

比
前

年
比

前
年

比

-
9
-



　
　

ロ
　

一
般

労
働

者
の

賃
金

・労
働

時
間

の
推

移

年
所

定
内

時
間

当
た

り
所

定
内

時
間

当
た

り
所

定
内

時
間

当
た

り

実
労

働
時

間
所

定
内

給
与

実
労

働
時

間
所

定
内

給
与

実
労

働
時

間
所

定
内

給
与

①
②

①
／

②
③

④
③

／
④

⑤
⑥

⑤
／

⑥

（
千

円
）

（
時

間
）

（
円

）
（

％
）

（
千

円
）

（
時

間
）

（
円

）
（

％
）

（
千

円
）

（
時

間
）

（
円

）
（

％
）

平
成

2
4
年

2
9
7
.
7

1
6
5

1
,
8
0
4

0
.
9

2
5
8
.
2

1
7
2

1
,
5
0
1

0
.
3

2
5
5
.
5

1
7
4

1
,
4
6
8

0
.
6

2
5
年

2
9
5
.
7

1
6
3

1
,
8
1
4

0
.
5

2
6
1
.
5

1
7
0

1
,
5
3
8

2
.
5

2
5
9
.
9

1
7
2

1
,
5
1
1

2
.
9

2
6
年

2
9
9
.
6

1
6
3

1
,
8
3
8

1
.
3

2
6
2
.
4

1
7
1

1
,
5
3
5

△
0
.
2

2
6
0
.
3

1
7
4

1
,
4
9
6

△
1
.
0

2
7
年

3
0
4
.
0

1
6
4

1
,
8
5
4

0
.
8

2
6
4
.
4

1
7
2

1
,
5
3
7

0
.
2

2
6
4
.
6

1
7
4

1
,
5
2
1

1
.
7

2
8
年

3
0
4
.
0

1
6
4

1
,
8
5
4

0
.
0

2
6
6
.
4

1
7
1

1
,
5
5
8

1
.
3

2
6
0
.
5

1
7
3

1
,
5
0
6

△
1
.
0

2
9
年

3
0
4
.
3

1
6
5

1
,
8
4
4

△
0
.
5

2
6
9
.
0

1
7
1

1
,
5
7
3

1
.
0

2
6
2
.
6

1
7
2

1
,
5
2
7

1
.
4

3
0
年

3
0
6
.
2

1
6
4

1
,
8
6
7

1
.
2

2
6
8
.
3

1
7
1

1
,
5
6
9

△
0
.
3

2
6
8
.
6

1
7
1

1
,
5
7
1

2
.
9

令
和

元
年

3
0
7
.
7

1
6
0

1
,
9
2
3

3
.
0

2
7
3
.
2

1
6
8

1
,
6
2
6

3
.
6

2
7
0
.
6

1
6
9

1
,
6
0
1

1
.
9

２
年

3
0
7
.
7

1
6
5

1
,
8
6
5

-
 

2
7
8
.
0

1
7
0

1
,
6
3
5

-
 

2
8
2
.
0

1
7
1

1
,
6
4
9

-
 

３
年

3
0
7
.
4

1
6
5

1
,
8
6
3

△
0
.
1

2
7
9
.
9

1
6
9

1
,
6
5
6

1
.
3

2
7
6
.
1

1
7
0

1
,
6
2
4

△
1
.
5

資
料

出
所

　
厚

生
労

働
省

「
賃

金
構

造
基

本
統

計
調

査
」

（
注

）
１

　
数

値
は

、
各

年
と

も
６

月
に

つ
い

て
調

査
し

た
も

の
で

あ
り

、
調

査
産

業
計

で
あ

る
。

　
　

　
２

　
一

般
労

働
者

と
は

、
短

時
間

労
働

者
以

外
の

労
働

者
を

い
う

。
短

時
間

労
働

者
（

平
成

1
6
年

以
前

は
パ

ー
ト

タ
イ

ム
労

働
者

）
と

は
、

１
日

の
所

定
労

働
時

間
又

は
１

週
の

所
定

労
働

日
数

が

　
　

　
　

一
般

の
労

働
者

よ
り

も
少

な
い

労
働

者
を

い
う

。

　
　

　
３

　
前

年
比

は
、

時
間

当
た

り
所

定
内

給
与

の
対

前
年

増
減

率
で

あ
る

。

　
　

　
４

　
時

間
当

た
り

所
定

内
給

与
は

、
労

働
基

準
局

賃
金

課
に

て
算

出
。

　
　

　
５

　
賃

金
構

造
基

本
統

計
調

査
は

、
令

和
２

年
調

査
よ

り
集

計
方

法
の

見
直

し
が

行
わ

れ
て

お
り

、
令

和
２

年
の

調
査

結
果

と
令

和
元

年
以

前
の

調
査

結
果

を
単

純
比

較
す

る
こ

と
が

で
き

な
い

。

1
0
人

以
上

1
0
～

9
9
人

５
～

９
人

所
定

内
給

与
所

定
内

給
与

所
定

内
給

与

前
年

比
前

年
比

前
年

比

-
1
0
-



　
　

ハ
　

月
間

労
働

時
間

の
動

き

(
時

間
)

（
％

）
(
時

間
)

（
％

）
(
時

間
)

（
％

）
(
時

間
)

（
％

）
(
時

間
)

（
％

）
(
時

間
)

（
％

）

平
成

2
6
年

1
3
6
.
3

△
 
0
.
5
 

1
3
1
.
1

△
 
0
.
7
 

1
2
.
8

3
.
9
 

1
7
.
5

6
.
9
 

8
.
5

6
.
5
 

1
1
.
2

5
.
4
 

2
7
年

1
3
5
.
8

△
 
0
.
1
 

1
3
0
.
3

△
 
0
.
6
 

1
2
.
9

△
 
1
.
0
 

1
7
.
6

△
 
0
.
4
 

8
.
4

△
 
2
.
3
 

1
1
.
4

1
.
9
 

2
8
年

1
3
5
.
8

0
.
0
 

1
2
8
.
9

△
 
1
.
0
 

1
2
.
7

△
 
1
.
7
 

1
7
.
5

△
 
0
.
6
 

8
.
3

△
 
0
.
8
 

1
0
.
6

△
 
6
.
8
 

2
9
年

1
3
5
.
7

△
 
0
.
1
 

1
2
8
.
2

△
 
0
.
6
 

1
2
.
7

△
 
0
.
1
 

1
7
.
9

2
.
4
 

8
.
7

4
.
7
 

1
1
.
2

5
.
4
 

3
0
年

1
3
4
.
9

△
 
0
.
6
 

1
2
6
.
4

△
 
1
.
3
 

1
2
.
5

△
 
1
.
1
 

1
8
.
0

0
.
6
 

8
.
3

△
 
4
.
7
 

1
1
.
5

2
.
5
 

令
和

元
年

1
3
2
.
0

△
 
2
.
1
 

1
2
3
.
5

△
 
2
.
4
 

1
2
.
4

△
 
1
.
0
 

1
6
.
7

△
 
7
.
4
 

8
.
0

△
 
3
.
6
 

1
0
.
0

△
 
1
2
.
5
 

２
年

1
2
9
.
6

△
 
1
.
7
 

1
2
0
.
9

△
 
2
.
0
 

1
0
.
8

△
 
1
3
.
1
 

1
3
.
4

△
 
1
9
.
8
 

7
.
0

△
 
1
2
.
7
 

7
.
6

△
 
2
4
.
5
 

３
年

1
3
0
.
8

0
.
8
 

1
2
0
.
6

△
 
0
.
2
 

1
1
.
6

7
.
4
 

1
5
.
3

1
4
.
7
 

7
.
1

1
.
7
 

8
.
5

1
1
.
7
 

令
和

４
年

１
月

1
2
5
.
1

0
.
7
 

1
1
2
.
8

0
.
0
 

1
1
.
8

7
.
1
 

1
5
.
5

9
.
0
 

6
.
8

1
.
5
 

8
.
1

1
3
.
8
 

２
月

1
2
4
.
7

0
.
3
 

1
1
5
.
0

△
 
2
.
4
 

1
1
.
9

7
.
0
 

1
6
.
6

1
0
.
6
 

7
.
0

1
.
4
 

9
.
7

1
6
.
4
 

３
月

1
3
1
.
9

△
 
0
.
9
 

1
1
9
.
0

△
 
2
.
2
 

1
2
.
6

4
.
9
 

1
6
.
8

6
.
9
 

7
.
6

1
.
4
 

1
0
.
0

2
0
.
1
 

４
月

1
3
6
.
1

△
 
1
.
6
 

1
2
3
.
7

△
 
2
.
4
 

1
2
.
9

6
.
4
 

1
6
.
7

6
.
2
 

7
.
7

2
.
7
 

9
.
5

1
2
.
7
 

資
料

出
所

　
厚

生
労

働
省

「
毎

月
勤

労
統

計
調

査
」

（
注

）
１

　
再

集
計

さ
れ

た
平

成
2
4
年

以
降

の
公

表
値

を
掲

載
し

て
い

る
。

　
　

　
２

　
常

用
労

働
者

で
あ

り
、

パ
ー

ト
タ

イ
ム

労
働

者
を

含
ん

で
い

る
。

　
　

　
３

　
各

年
（

月
）

の
前

年
比

の
数

値
は

、
指

数
の

対
前

年
（

同
月

）
増

減
率

で
あ

る
。

前
年

比
前

年
比

前
年

比
前

年
比

年
・

期

所
定

内
労

働
時

間
所

定
外

労
働

時
間

3
0
人

以
上

５
～

2
9
人

3
0
人

以
上

５
～

2
9
人

調
査

産
業

計
調

査
産

業
計

調
査

産
業

計
製

造
業

調
査

産
業

計
製

造
業

前
年

比
前

年
比

-
1
1
-



４
　

春
季

賃
上

げ
妥

結
状

況

　
(
1
)
　

春
季

賃
上

げ
妥

結
状

況
（

令
和

４
年

）

連
合

第
６

回
 
回

答
集

計
結

果
(
令

和
４

年
６

月
３

日
)

経
団

連
(
大

手
企

業
)
第

１
回

集
計

(令
和

4年
5月

20
日

)

30
4組

合
1,
48
0,

0
50

人
3
0
組
合

99
,
31

0
人

29
組
合

12
1,
02
6人

89
社

6
,6
37
円

(6
,0
44

円
)

2,
3
0
8円

(2
,
6
07

円
)

1,
14

7円
(3
70
円

)
7,
43
0円

(6
,0
40
円

)

2
.1

8
%

(2
.0
2%

)
0
.6

7
%

(0
.
7
6%

)
0
.4

0
%

(0
.1
3%
)

2
.2

7
%

(1
.8
2%
)

51
0組

合
27
9,
55

3
人

5
3
組
合

30
,
24

9
人

42
組
合

22
,6
26
人

(
注

)
１

　
原

則
と

し
て

,
従

業
員

数
5
0
0
人

以
上

の

6
,0
63
円

(5
,5
39

円
)

3,
0
0
2円

(1
,
5
23

円
)

1,
66

6円
(8
02
円

)
　

　
　

企
業

を
対

象
。

2
.2

4
%

(2
.0
6%

)
1
.0

2
%

(0
.
5
3%

)
0
.6

7
%

(0
.3
3%
)

　
　

２
　

1
5
8
社

(
6
2
.
7
%
)
の

回
答

を
把

握
し

た
が

、

69
2組

合
12
7,
31

7
人

6
9
組
合

12
,
23

7
人

70
組
合

12
,0
78
人

　
　

　
こ

の
う

ち
7
7
社

は
平

均
金

額
不

明
等

の
た

め
、

5
,8
47
円

(5
,3
00

円
)

2,
1
9
7円

(7
6
8
円
)

2,
06

7円
(5
21
円

)
　

　
　

集
計

よ
り

除
外

。

2
.2

7
%

(2
.0
5%

)
0
.8

2
%

(0
.
2
9%

)
0
.8

5
%

(0
.2
2%
)

　
　

３
　

（
　

）
内

の
数

値
は

、
令

和
3
年

5
月

2
8
日

付

56
7組

合
28
,
2
60

人
8
3
組
合

3
,9

7
1
人

91
組
合

4,
32
8人

　
　

　
第

1
回

集
計

結
果

。

5
,4
46
円

(4
,7
97

円
)

1,
6
2
9円

(8
8
3
円
)

1,
45

4円
(7
39
円

)

2
.2

2
%

(1
.9
9%

)
0
.6

3
%

(0
.
3
6%

)
0
.6

2
%

(0
.3
2%
)

2
,0
73
組
合

1,
91
5,

1
60

人
23

5
組
合

1
45

,
7
67

人
23

2
組
合

16
0,
05
8人

6
,4
77
円

(5
,8
30

円
)

2,
1
9
2円

(1
,
1
89

円
)

1,
63

9円
(6
42
円

)

2
.2

0
%

(2
.0
3%

)
0
.7

8
%

(0
.
4
4%

)
0
.6

6
%

(0
.2
7%
)

経
団

連
(
中

小
企

業
)
第

１
回

集
計

(令
和

4年
6月

10
日

)

(
注

)
１

　
(
　

)
内

の
数

値
は

、
令

和
３

年
６

月
４

日
付

　
第

６
回

集
計

結
果

。

　
　

２
　

平
均

賃
上

げ
方

式
は

、
賃

上
げ

分
が

明
確

に
分

か
る

組
合

を
対

象
に

集
計

。

　
　

３
　

個
別

賃
金

方
式

は
「

純
ベ

ア
」

と
「

定
昇

込
み

」
方

式
が

あ
る

が
、

表
中

は
「

純
ベ

ア
」

方
式

の
数

値
で

あ
る

。
24
9社

　
　

４
　

個
別

賃
金

方
式

の
規

模
別

の
伸

び
率

は
労

働
基

準
局

賃
金

課
が

計
算

。
5,
21
9円

(4
,4
44
円

)

1
.9

7
%

(1
.7
2%
)

連
合

(
有

期
・

短
時

間
・

契
約

等
労

働
者

)
第

６
回

 
回

答
集

計
結

果
(令

和
４

年
６

月
３

日
)

(
注

)
１

　
従

業
員

数
5
0
0
人

未
満

の
企

業
を

対
象

。

　
　

２
　

2
5
2
社

(
3
3
.
4
%
)
か

ら
回

答
を

把
握

し
た

が
、

賃
上
げ
額

22
.
1
5円

(1
8
.
45

円
)

23
.7

5円
(2
1.
24
円

)
　

　
　

こ
の

う
ち

３
社

は
平

均
金

額
不

明
等

の
た

め
、

平
均
時
給

1,
0
6
4.

1
9
円

(1
,
0
35

.
0
0円

)
1
,
04

8
.5

0円
(1
,0
44
.3
6円

)
　

　
　

集
計

よ
り

除
外

。

賃
上
げ
額

3,
7
3
7円

(3
,
9
91

円
)

3,
98

9円
(4
,2
18
円

）
　

　
３

　
了

承
、

妥
結

を
含

む
。

賃
上
げ
率

1
.7

6
%
(1

.
8
6%

)
1.

85
%
(1
.9
4%
)

　
　

４
　

（
　

）
の

数
値

は
、

令
和

３
年

6
月

1
1
日

付

(
注

)
１

　
(
　

)
内

の
数

値
は

、
令

和
３

年
６

月
４

日
付

　
第

６
回

回
答

集
計

結
果

。
　

　
　

第
1
回

集
計

結
果

。

月
給

10
2組

合
27
,
73
2人

平
均

賃
上

げ
方

式

（
加

重
平

均
）

17
業

種
75
4社

単
純
平
均

加
重
平

均

時
給

28
7組

合
71
2,
10
6
人

規
模

計

平
均
賃
上
げ
方
式

個
別
賃
金
方
式
（
組
合
数
に
よ
る
単
純
平
均

）
平

均
賃

上
げ

方
式

（
加
重
平
均
）

35
歳

30
歳

（
加

重
平

均
）

1,
0
00
人

以
上

主
要

21
業

種
大

手
25
2社

30
0～

99
9人

10
0～

29
9人

～
9
9人

-
1
2
-



　
（

２
）

賃
上

げ
額

・
率

の
推

移

　
　
イ
　
１
人
当
た
り
平
均
賃
金
の
改
定
額
及
び
改
定
率
の
推
移

　
　
ロ
　
賃
金
の
改
定
の
状
況
、
賃
金
の
改
定
の
決
定
に
当
た
り
最
も
重
視
し
た

　
　
　
要
素
別
企
業
割
合
（
令
和
３
年
）

（
単
位
：
％
）

加
重

平
均

単
純

平
均

加
重

平
均

単
純

平
均

平
成

2
4

年
4
,
0
3
6

3
,
3
4
4

1
.
4

1
.
2

2
5

年
4
,
3
7
5

3
,
9
1
1

1
.
5

1
.
5

(
8
7
.
9
)

(
1
.
1
)

(
1
1
.
0
)

2
6

年
5
,
2
5
4

4
,
0
9
3

1
.
8

1
.
5

1
0
0
.
0

1
0
0
.
0

1
0
0
.
0

2
7

年
5
,
2
8
2

4
,
2
3
1

1
.
9

1
.
7

企
業

業
績

4
6
.
8

6
7
.
4

3
4
.
0

2
8

年
5
,
1
7
6

4
,
5
5
9

1
.
9

1
.
8

世
間

相
場

3
.
2

-
0
.
5

2
9

年
5
,
6
2
7

4
,
9
2
0

2
.
0

1
.
9

雇
用

の
維

持
8
.
8

1
2
.
9

5
.
4

3
0

年
5
,
6
7
5

4
,
9
5
2

2
.
0

1
.
9

労
働

力
の

確
保

・
定

着
8
.
5

-
1
.
9

令
和

元
年

5
,
5
9
2

5
,
0
8
0

2
.
0

1
.
9

物
価

の
動

向
0
.
1

-
-

２
年

4
,
9
4
0

4
,
2
5
0

1
.
7

1
.
6

労
使

関
係

の
安

定
2
.
0

4
.
9

2
.
2

３
年

4
,
6
9
4

4
,
0
8
7

1
.
6

1
.
5

親
会

社
又

は
関

連
（

グ
ル

ー
プ

）
会

社
の

改
定

の
動

向
4
.
9

-
-

資
料

出
所

　
厚

生
労

働
省

「
賃

金
引

上
げ

等
の

実
態

に
関

す
る

調
査

」
前

年
度

の
改

定
の

実
績

3
.
6

1
.
2

1
.
6

（
注

）
１

　
１

人
当

た
り

平
均

賃
金

の
改

定
額

及
び

改
定

率
は

、
１

か
月

当
た

り
の

そ
の

他
4
.
5

4
.
1

0
.
6

　
　

　
　

１
人

平
均

所
定

内
賃

金
の

改
定

額
、

改
定

率
で

あ
る

。
重

視
し

た
要

素
は

な
い

1
7
.
0

5
.
4

4
9
.
7

　
　

　
２

　
加

重
平

均
と

は
常

用
労

働
者

数
に

よ
る

加
重

平
均

、
単

純
平

均
と

は
不

明
0
.
7

4
.
2

4
.
2

　
　

　
　

企
業

数
に

よ
る

平
均

で
あ

る
。

資
料

出
所

　
厚

生
労

働
省

「
賃

金
引

上
げ

等
の

実
態

に
関

す
る

調
査

」
（

注
）

1
 
（

　
）

内
は

賃
金

の
改

定
を

実
施

又
は

予
定

し
て

い
る

企
業

及
び

賃
金

の
改

定
を

実
施

　
　

　
 
し

な
い

企
業

に
占

め
る

賃
金

の
改

定
状

況
そ

れ
ぞ

れ
の

企
業

割
合

で
あ

る
。

 
 
 
 
 
 
2
 
 
表

中
の

 
―

 
は

当
該

集
計

値
が

な
い

も
の

を
示

す
。

賃
金

の
改

定
を

実
施

し
な

い
企

業

計

年
賃

金
の

改
定

額
（

円
）

賃
金

の
改

定
率

（
％

）
１

人
当

た
り

平
均

賃
金

を
引

き
上

げ
た

・
引

き
上

げ
る

企
業

１
人

当
た

り
平

均
賃

金
を

引
き

下
げ

た
・

引
き

下
げ

る
企

業

-
1
3
-



５
　

夏
季

賞
与

・
一

時
金

妥
結

状
況

連
合

第
６

回
 回

答
集

計
結

果
(令

和
４

年
６

月
３

日
)

集
計

対
象

組
合

対
象

組
合

員
数

（参
考

）昨
年

対
比

集
計

対
象

組
合

対
象

組
合

員
数

1,
84

4組
合

1,
55

8,
43

5人
1
,6

9
1
組

合
1
,1

5
9
,4

3
9
人

1,
30

3組
合

84
2,

81
6人

1
,0

6
0
組

合
7
6
1
,1

2
0
人

1,
80

6組
合

1,
69

8,
23

3人
1
,7

3
9
組

合
1
,6

9
6
,6

6
3
人

1,
05

5組
合

96
4,

56
4人

9
3
3
組

合
1
,0

1
7
,1

9
6
人

注
　

１
 △

は
マ

イ
ナ

ス
を

表
す

。
以

下
同

じ
。

　
　

 ２
 数

値
は

組
合

員
一

人
当

た
り

の
加

重
平

均
。

　
　

 ３
 2

02
1年

回
答

の
数

値
は

20
21

年
6月

4日
付

　
第

６
回

集
計

結
果

経
団

連
第

1
回

集
計

(令
和

4
年

6
月

2
1
日

)

社
　

　
数

妥
結

額
増

減
率

社
　

　
数

妥
結

額
増

減
率

総
平

均
10
5社

92
9,
25
9円

13
.8
1％

10
4社

84
1,
15
0円

△
 7
.2
8％

製
造

業
平

均
93
社

93
0,
47
5円

15
.1
1％

99
社

84
2,
11
5円

△
 6
.5
2％

非
製

造
業

平
均

12
社

92
2,
51
2円

6.
99
％

5社
83
2,
48
5円

△
 1
3.
46
％

注
 １

　
調

査
対

象
は

原
則

と
し

て
従

業
員

50
0人

以
上

、
主

要
21

業
種

大
手

25
3社

。
　

　
２

　
20

業
種

16
4社

（6
4.

8％
）の

妥
結

を
把

握
し

て
い

る
が

、
う

ち
59

社
は

平
均

額
不

明
な

ど
の

た
め

集
計

よ
り

除
外

。
　

　
３

　
数

値
は

組
合

員
一

人
当

た
り

の
加

重
平

均
（一

部
従

業
員

平
均

含
む

）。
　

　
４

　
増

減
率

は
、

各
年

の
集

計
企

業
の

前
年

の
妥

結
額

か
ら

の
増

減
率

を
示

し
た

も
の

（同
対

象
比

較
）
。

２
０

２
２

年
夏

季
２

０
２

１
年

夏
季

20
,7

3
6
円

7
0
5
,6

2
6
円

年 　 間

回
答

月
数

4.
88

ヶ
月

0.
25

ヶ
月

4
.6

3
ヶ

月

回
答

額
1,

57
8,

78
4円

8,
5
2
7
円

1
,5

7
0
,2

5
7
円

一
時

金
20

22
年

回
答

2
0
2
1
年

回
答

夏 　 季

回
答

月
数

2.
39

ヶ
月

0.
13

ヶ
月

2
.2

6
ヶ

月

回
答

額
72

6,
36

2円

-
1
4
-



　
６

　
消

費
者

物
価

指
数

の
対

前
年

上
昇

率
の

推
移

（
全

国
・

ラ
ン

ク
別

）

（
単
位
：
％
）

年

区
分

１
月

２
月

３
月

４
月

５
月

 
全

 
 
国

0
.
0
 

0
.
5
 

3
.
3
 

1
.
0
 

△
 
0
.
1
 

0
.
6
 

1
.
2
 

0
.
6
 

0
.
0
 

△
 
0
.
3
 

0
.
6
 

1
.
1
 

1
.
5
 

3
.
0
 

2
.
9
 

Ａ
ラ

ン
ク

△
 
0
.
1
 

0
.
4
 

3
.
1
 

1
.
2
 

△
 
0
.
1
 

0
.
3
 

1
.
1
 

0
.
7
 

△
 
0
.
1
 

△
 
0
.
6
 

0
.
4
 

1
.
0
 

1
.
3
 

3
.
0
 

2
.
9
 

Ｂ
ラ

ン
ク

0
.
0
 

0
.
5
 

3
.
3
 

1
.
2
 

△
 
0
.
1
 

0
.
6
 

1
.
2
 

0
.
5
 

0
.
0
 

△
 
0
.
4
 

0
.
5
 

1
.
0
 

1
.
4
 

2
.
8
 

2
.
7
 

Ｃ
ラ

ン
ク

△
 
0
.
1
 

0
.
4
 

3
.
3
 

1
.
1
 

△
 
0
.
1
 

0
.
6
 

1
.
2
 

0
.
6
 

0
.
0
 

△
 
0
.
2
 

0
.
4
 

0
.
8
 

1
.
2
 

2
.
7
 

2
.
7
 

Ｄ
ラ

ン
ク

0
.
0
 

0
.
3
 

3
.
2
 

0
.
9
 

0
.
0
 

0
.
7
 

1
.
2
 

0
.
5
 

△
 
0
.
2
 

△
 
0
.
3
 

0
.
3
 

0
.
7
 

1
.
1
 

2
.
9
 

2
.
8
 

資
料

出
所

　
総

務
省

「
消

費
者

物
価

指
数

」

（
注

）
１

　
指

数
は

、
「

持
家

の
帰

属
家

賃
を

除
く

総
合

」
を

用
い

た
。

　
　

　
２

　
各

ラ
ン

ク
の

数
値

は
都

道
府

県
の

県
庁

所
在

地
に

お
け

る
指

数
を

労
働

基
準

局
賃

金
課

に
て

単
純

平
均

し
、

そ
の

対
前

年
上

昇
率

を
算

出
し

た
も

の
で

あ
る

。

　
　

　
３

　
各

ラ
ン

ク
は

、
各

年
に

お
け

る
適

用
ラ

ン
ク

で
あ

る
。

2
5
年

平
成

2
4
年

２
年

３
年

令
和

４
年

2
6
年

2
7
年

2
8
年

2
9
年

3
0
年

令
和

元
年

-
1
5
-



７
　

地
域

別
最

低
賃

金
額

（時
間

額
）
、

未
満

率
及

び
影

響
率

の
推

移

平
成
24

年
25

年
26
年

27
年

28
年

29
年

3
0
年

令
和
元
年

２
年

３
年

７
４
９

７
６
４

７
８

０
７

９
８

８
２

３
８

４
８

８
７
４

９
０
１

９
０
２

９
３
０

２
．
１

１
．
９

２
．

０
１

．
９

２
．

７
１

．
７

１
．
９

１
．
６

２
．
０

１
．
７

４
．
９

７
．
４

７
．

３
９

．
０

１
１

．
１

１
１

．
９

１
３
．
８

１
６
．
３

４
．
７

１
６
．
２

資
料
出
所
　
厚
生
労
働
省
「
最
低
賃
金
に
関
す
る
基
礎
調
査
」

（
注
）
１
　
最
低
賃
金
額
は
、
全
国
加
重
平
均
で
あ
る
。

　
　
　
２
　
「
未
満
率
」
と
は
、
最
低
賃
金
額
を
改
定
す
る
前
に
、
最
低
賃
金
額
を
下
回
っ
て
い
る
労
働
者
割
合
で
あ
る
。

　
　
　
３
　
「
影
響
率
」
と
は
、
最
低
賃
金
額
を
改
定
し
た
後
に
、
改
定
後
の
最
低
賃
金
額
を
下
回
る
こ
と
と
な
る
労
働
者
割
合
で
あ
る
。

　
　
　
４
　
事
業
所
規
模
30
人
未
満
（
製
造
業
等
は
10
0人

未
満
）
を
調
査
対
象
と
し
て
い
る
。

地
域

別
最

低
賃

金
（

円
）

未
満

率
（

％
）

影
響

率
（

％
）

-
1
6
-



８
　

賃
金

構
造

基
本

統
計

調
査

特
別

集
計

に
よ

る
未

満
率

及
び

影
響

率
未
満

率
及

び
影

響
率

の
イ

メ
ー

ジ
図

従
来
の
特
別
集
計
値

（
単
位
：
％
）

平
成
24
年

25
年

26
年

27
年

28
年

29
年

30
年

令
和
元
年

２
年

３
年

未
満
率

１
．
８

２
．
０

１
．
９

１
．
９

１
．
５

１
．
５

１
．
６

１
．
９

－
－

影
響
率

２
．
８

３
．
６

３
．
６

４
．
０

４
．
５

４
．
９

５
．
１

６
．
０

－
－

資
料
出
所
　
厚
生
労
働
省
「
賃
金
構
造
基
本
統
計
調
査
特
別
集
計
」

（
注
）
１
　
「
未
満
率
」
と
は
、
最
低
賃
金
額
を
改
定
す
る
前
に
、
最
低
賃
金
額
を
下
回
っ
て
い
る
労
働
者
割
合
で
あ
る
。

　
　
　
２
　
「
影
響
率
」
と
は
、
最
低
賃
金
額
を
改
定
し
た
後
に
、
改
定
後
の
最
低
賃
金
額
を
下
回
る
こ
と
と
な
る
労
働
者
割
合
で
あ
る
。

　
　
　
３
　
賃
金
構
造
基
本
統
計
調
査
の
調
査
対
象
事
業
所
に
は
、
事
業
所
規
模
１
～
４
人
は
含
ま
れ
て
い
な
い
。

　
　
　
４
　
未
満
率
及
び
影
響
率
の
算
定
の
基
礎
と
な
る
賃
金
額
は
、
所
定
内
給
与
額
（
一
部
の
産
業
・
事
業
所
規
模
で

　
　
　
　
　
通
勤
手
当
、
精
皆
勤
手
当
、
家
族
手
当
を
除
く
。
）
を
所
定
内
実
労
働
時
間
数
で
除
し
た
も
の
で
あ
る
。

　
　
　
５
　
賃
金
構
造
基
本
統
計
調
査
で
は
、
令
和
２
年
よ
り
、
通
勤
手
当
、
精
皆
勤
手
当
、
家
族
手
当
が
調
査
事
項
か
ら
廃
止
さ
れ
、

　
　
　
　
　
な
お
か
つ
集
計
方
法
も
変
更
さ
れ
た
た
め
、
従
来
の
特
別
集
計
値
と
同
じ
集
計
を
行
う
こ
と
が
不
可
能
と
な
っ
た
。

令
和
２
年
に
変
更
さ
れ
た
集
計
方
法
に
基
づ
く
特
別
集
計
値

（
単
位
：
％
）

平
成
24
年

25
年

26
年

27
年

28
年

29
年

30
年

令
和
元
年

２
年

３
年

※
曲
線
は
、
賃
金
額
を
横
軸
に
と
っ
た
と
き
の
労
働
者
分
布
を
表
し
て
い
る
。

未
満
率

１
．
７

１
．
９

１
．
８

１
．
７

１
．
３

１
．
３

１
．
３

１
．
８

２
．
０

１
．
９

影
響
率

２
．
７

３
．
５

３
．
４

４
．
０

４
．
３

４
．
８

４
．
８

６
．
１

２
．
５

５
．
９

資
料
出
所
　
厚
生
労
働
省
「
賃
金
構
造
基
本
統
計
調
査
特
別
集
計
」

（
注
）
１
　
未
満
率
及
び
影
響
率
の
算
定
の
基
礎
と
な
る
賃
金
額
は
、
所
定
内
給
与
額
（
全
て
の
産
業
・
事
業
所
規
模
で

　
　
　
　
　
通
勤
手
当
、
精
皆
勤
手
当
、
家
族
手
当
を
含
む
。
）
を
所
定
内
実
労
働
時
間
数
で
除
し
た
も
の
で
あ
る
。

　
　
　
２
　
平
成
24
年
～
令
和
元
年
の
値
は
、
時
系
列
比
較
を
行
う
た
め
、
令
和
２
年
調
査
と
同
じ
集
計
方
法
で
集
計
を
行
っ
た
も
の
で
あ
る
。

改 定 前 最 低 賃 金 額

改 定 後 最 低 賃 金 額

賃
金
額

労 働 者 数

影
響
率

未
満
率

-
1
7
-



９
　

地
域

別
最

低
賃

金
と

賃
金

水
準

と
の

関
係

（
一

般
労

働
者

）
（
１

）
一

般
労

働
者

（
暦

年
、

全
国

・
産

業
計

（
企

業
規

模
1
0
人

以
上

・
1
0
～

9
9
人

）
）

項
目

地
域

別
最

低
賃

金

（
全

国
加

重
平

均
額

）

年
①

②
③

④
＝

②
／

③
①

／
④

⑤
⑥

⑦
＝

⑤
／

⑥
①

／
⑦

（
円

）
（

千
円

）
（

時
間

）
（

円
）

（
％

）
（

千
円

）
（

時
間

）
（

円
）

（
％

）

平
成

2
4
年

7
4
9

2
9
7
.
7

1
6
5

1
,
8
0
4

4
1
.
5

2
5
8
.
2

1
7
2

1
,
5
0
1

4
9
.
9

2
5
年

7
6
4

2
9
5
.
7

1
6
3

1
,
8
1
4

4
2
.
1

2
6
1
.
5

1
7
0

1
,
5
3
8

4
9
.
7

2
6
年

7
8
0

2
9
9
.
6

1
6
3

1
,
8
3
8

4
2
.
4

2
6
2
.
4

1
7
1

1
,
5
3
5

5
0
.
8

2
7
年

7
9
8

3
0
4
.
0

1
6
4

1
,
8
5
4

4
3
.
1

2
6
4
.
4

1
7
2

1
,
5
3
7

5
1
.
9

2
8
年

8
2
3

3
0
4
.
0

1
6
4

1
,
8
5
4

4
4
.
4

2
6
6
.
4

1
7
1

1
,
5
5
8

5
2
.
8

2
9
年

8
4
8

3
0
4
.
3

1
6
5

1
,
8
4
4

4
6
.
0

2
6
9
.
0

1
7
1

1
,
5
7
3

5
3
.
9

3
0
年

8
7
4

3
0
6
.
2

1
6
4

1
,
8
6
7

4
6
.
8

2
6
8
.
3

1
7
1

1
,
5
6
9

5
5
.
7

令
和

元
年

9
0
1

3
0
7
.
7

1
6
0

1
,
9
2
3

4
6
.
9

2
7
3
.
2

1
6
8

1
,
6
2
6

5
5
.
4

平
成

2
4
年

7
4
9

2
9
6
.
9

1
6
5

1
,
7
9
9

4
1
.
6

2
5
9
.
6

1
7
2

1
,
5
0
9

4
9
.
6

2
5
年

7
6
4

2
9
4
.
8

1
6
4

1
,
7
9
8

4
2
.
5

2
6
2
.
8

1
7
0

1
,
5
4
6

4
9
.
4

2
6
年

7
8
0

3
0
0
.
0

1
6
4

1
,
8
2
9

4
2
.
6

2
6
5
.
5

1
7
1

1
,
5
5
3

5
0
.
2

2
7
年

7
9
8

3
0
3
.
5

1
6
5

1
,
8
3
9

4
3
.
4

2
6
7
.
1

1
7
2

1
,
5
5
3

5
1
.
4

2
8
年

8
2
3

3
0
3
.
6

1
6
5

1
,
8
4
0

4
4
.
7

2
6
8
.
7

1
7
1

1
,
5
7
1

5
2
.
4

2
9
年

8
4
8

3
0
3
.
8

1
6
5

1
,
8
4
1

4
6
.
1

2
7
1
.
6

1
7
1

1
,
5
8
8

5
3
.
4

3
0
年

8
7
4

3
0
5
.
3

1
6
4

1
,
8
6
2

4
6
.
9

2
7
0
.
7

1
7
1

1
,
5
8
3

5
5
.
2

令
和

元
年

9
0
1

3
0
6
.
0

1
6
1

1
,
9
0
1

4
7
.
4

2
7
6
.
2

1
6
8

1
,
6
4
4

5
4
.
8

２
年

9
0
2

3
0
7
.
7

1
6
5

1
,
8
6
5

4
8
.
4

2
7
8
.
0

1
7
0

1
,
6
3
5

5
5
.
2

３
年

9
3
0

3
0
7
.
4

1
6
5

1
,
8
6
3

4
9
.
9

2
7
9
.
9

1
6
9

1
,
6
5
6

5
6
.
2

資
料

出
所

　
厚

生
労

働
省

「
賃

金
構

造
基

本
統

計
調

査
」

（
注

）
１

　
時

間
当

た
り

所
定

内
給

与
及

び
時

間
額

比
は

、
労

働
基

準
局

賃
金

課
に

て
算

出
。

見 直 し 前 の 集 計 方 法 見 直 し 後 の 集 計 方 法 　
　

　
２

　
賃

金
構

造
基

本
統

計
調

査
は

、
令

和
２

年
調

査
よ

り
、

復
元

倍
率

算
出

方
法

に
つ

い
て

、
回

収
率

等
の

影
響

を
受

け
な

い
よ

う
見

直
し

が
行

わ
れ

て
お

り
、

　
　

　
　

令
和

２
年

以
降

の
調

査
結

果
と

令
和

元
年

以
前

の
調

査
結

果
を

比
較

す
る

こ
と

が
で

き
な

い
。

こ
の

た
め

、
こ

こ
で

は
、

平
成

2
4
年

～
令

和
元

年
の

数
値

に
つ

　
　

　
　

い
て

、
見

直
し

後
の

集
計

方
法

で
遡

及
集

計
し

た
結

果
も

掲
載

し
て

い
る

。

一
般

労
働

者
（

男
女

計
）

産
業

計
・

企
業

規
模

1
0
人

以
上

産
業

計
・

企
業

規
模

1
0
～

9
9
人

時
間

額
所

定
内

給
与

(
月

額
)

所
定

内
実

労
働

時
間

時
間

当
た

り
所

定
内

給
与

時
間

額
比

所
定

内
給

与
(
月

額
)

所
定

内
実

労
働

時
間

時
間

当
た

り
所

定
内

給
与

時
間

額
比

-
1
8
-
 



（
２

）
短

時
間

労
働

者
（

暦
年

、
全

国
・

産
業

計
（

企
業

規
模

1
0
人

以
上

・
1
0
～

9
9
人

）
）

項
目

地
域

別
最

低
賃

金

（
全

国
加

重
平

均
額

）

所
定

内
給

与
所

定
内

給
与

所
定

内
給

与
所

定
内

給
与

（
時

間
額

）
（

時
間

額
）

（
時

間
額

）
（

時
間

額
）

（
男

女
計

）
（

女
性

）
（

男
女

計
）

（
女

性
）

年
①

②
①

／
②

③
①

／
③

④
①

／
④

⑤
①

／
⑤

（
円

）
（

円
）

（
％

）
（

円
）

（
％

）
（

円
）

（
％

）
（

円
）

（
％

）

平
成

2
4
年

7
4
9

1
,
0
2
6

7
3
.
0

1
,
0
0
1

7
4
.
8

1
,
0
3
8

7
2
.
2

1
,
0
0
2

7
4
.
8

2
5
年

7
6
4

1
,
0
3
0

7
4
.
2

1
,
0
0
7

7
5
.
9

1
,
0
2
9

7
4
.
2

9
9
7

7
6
.
6

2
6
年

7
8
0

1
,
0
4
1

7
4
.
9

1
,
0
1
2

7
7
.
1

1
,
0
4
4

7
4
.
7

1
,
0
0
1

7
7
.
9

2
7
年

7
9
8

1
,
0
5
9

7
5
.
4

1
,
0
3
2

7
7
.
3

1
,
0
6
9

7
4
.
6

1
,
0
3
2

7
7
.
3

2
8
年

8
2
3

1
,
0
7
5

7
6
.
6

1
,
0
5
4

7
8
.
1

1
,
0
6
8

7
7
.
1

1
,
0
3
7

7
9
.
4

2
9
年

8
4
8

1
,
0
9
6

7
7
.
4

1
,
0
7
4

7
9
.
0

1
,
0
8
9

7
7
.
9

1
,
0
5
5

8
0
.
4

3
0
年

8
7
4

1
,
1
2
8

7
7
.
5

1
,
1
0
5

7
9
.
1

1
,
1
1
7

7
8
.
2

1
,
0
8
2

8
0
.
8

令
和

元
年

9
0
1

1
,
1
4
8

7
8
.
5

1
,
1
2
7

7
9
.
9

1
,
1
4
7

7
8
.
6

1
,
1
1
5

8
0
.
8

平
成

2
4
年

7
4
9

1
,
1
7
1

6
4
.
0

1
,
0
5
9

7
0
.
7

1
,
1
1
9

6
6
.
9

1
,
0
3
1

7
2
.
6

2
5
年

7
6
4

1
,
1
5
7

6
6
.
0

1
,
0
5
9

7
2
.
1

1
,
1
2
2

6
8
.
1

1
,
0
3
9

7
3
.
5

2
6
年

7
8
0

1
,
1
8
8

6
5
.
7

1
,
0
7
4

7
2
.
6

1
,
1
5
5

6
7
.
5

1
,
0
5
2

7
4
.
1

2
7
年

7
9
8

1
,
2
0
0

6
6
.
5

1
,
0
8
9

7
3
.
3

1
,
1
5
4

6
9
.
2

1
,
0
7
0

7
4
.
6

2
8
年

8
2
3

1
,
2
3
8

6
6
.
5

1
,
1
1
6

7
3
.
7

1
,
1
8
0

6
9
.
7

1
,
0
8
6

7
5
.
8

2
9
年

8
4
8

1
,
2
3
5

6
8
.
7

1
,
1
3
0

7
5
.
0

1
,
1
7
2

7
2
.
4

1
,
0
9
1

7
7
.
7

3
0
年

8
7
4

1
,
2
8
0

6
8
.
3

1
,
1
7
1

7
4
.
6

1
,
2
3
4

7
0
.
8

1
,
1
3
2

7
7
.
2

令
和

元
年

9
0
1

1
,
3
0
4

6
9
.
1

1
,
1
8
4

7
6
.
1

1
,
2
5
6

7
1
.
7

1
,
1
5
3

7
8
.
1

２
年

9
0
2

1
,
4
1
2

6
3
.
9

1
,
3
2
1

6
8
.
3

1
,
3
7
8

6
5
.
5

1
,
3
0
6

6
9
.
1

３
年

9
3
0

1
,
3
8
4

6
7
.
2

1
,
2
9
0

7
2
.
1

1
,
3
6
6

6
8
.
1

1
,
2
7
4

7
3
.
0

資
料

出
所

　
厚

生
労

働
省

「
賃

金
構

造
基

本
統

計
調

査
」

（
注

）
１

　
時

間
額

比
は

、
労

働
基

準
局

賃
金

課
に

て
算

出
。

見 直 し 前 の 集 計 方 法 見 直 し 後 の 集 計 方 法 　
　

　
２

　
賃

金
構

造
基

本
統

計
調

査
は

、
令

和
２

年
調

査
よ

り
①

、
②

の
と

お
り

集
計

方
法

の
見

直
し

が
行

わ
れ

て
お

り
、

そ
の

ま
ま

で
は

令
和

２
年

以
降

の
調

査
結

果
と

令
和

元
年

　
　

　
　

以
前

の
調

査
結

果
を

比
較

す
る

こ
と

が
で

き
な

い
。

こ
の

た
め

、
こ

こ
で

は
、

平
成

2
4
年

～
令

和
元

年
の

数
値

に
つ

い
て

、
見

直
し

後
の

集
計

方
法

で
遡

及
集

計
し

た
結

果
も

　
　

　
　

掲
載

し
て

い
る

。
　

　
　

　
①

　
復

元
倍

率
算

出
方

法
に

つ
い

て
、

回
収

率
等

の
影

響
を

受
け

な
い

よ
う

見
直

し
を

行
う

。
　

　
　

　
②

　
短

時
間

労
働

者
の

集
計

範
囲

に
つ

い
て

、
医

師
、

歯
科

医
師

、
大

学
教

授
等

特
定

の
職

種
で

１
時

間
当

た
り

所
定

内
給

与
額

が
3
,
0
0
0
円

を
超

え
て

い
る

者
を

除
外

し
て

　
　

　
　

　
い

た
が

、
見

直
し

後
は

こ
れ

ら
の

者
を

除
外

せ
ず

集
計

範
囲

に
含

め
る

。

短
時

間
労

働
者

産
業

計
・

企
業

規
模

1
0
人

以
上

産
業

計
・

企
業

規
模

1
0
～

9
9
人

時
間

額
時

間
額

比
時

間
額

比
時

間
額

比
時

間
額

比

-
1
9
-



　
（

３
）

毎
月

勤
労

統
計

調
査

（
暦

年
、

全
国

・
産

業
計

、
事

業
所

規
模

3
0
人

以
上

）

項
目

地
域

別
最

低
賃

金

（
全

国
加

重
平

均
額

）

年
①

②
③

④
 
②

／
③

⑤
＝

②
／

④
①

／
⑤

（
円

）
（

円
）

（
日

）
（

時
間

）
（

円
）

（
円

）
（

％
）

平
成

2
6
年

7
8
0

2
6
8
,
8
8
1

1
8
.
9

1
3
6
.
3

1
4
,
2
2
7

1
,
9
7
3

3
9
.
5

2
7
年

7
9
8

2
6
5
,
5
4
0

1
8
.
8

1
3
5
.
8

1
4
,
1
2
4

1
,
9
5
5

4
0
.
8

2
8
年

8
2
3

2
6
7
,
2
1
0

1
8
.
8

1
3
5
.
8

1
4
,
2
1
3

1
,
9
6
8

4
1
.
8

2
9
年

8
4
8

2
6
8
,
7
3
6

1
8
.
7

1
3
5
.
7

1
4
,
3
7
1

1
,
9
8
0

4
2
.
8

3
0
年

8
7
4

2
7
0
,
6
9
4

1
8
.
6

1
3
4
.
9

1
4
,
5
5
3

2
,
0
0
7

4
3
.
6

令
和

元
年

9
0
1

2
7
0
,
8
4
7

1
8
.
2

1
3
2
.
0

1
4
,
8
8
2

2
,
0
5
2

4
3
.
9

２
年

9
0
2

2
7
1
,
0
2
5

1
7
.
9

1
2
9
.
6

1
5
,
1
4
1

2
,
0
9
1

4
3
.
1

３
年

9
3
0

2
7
3
,
1
8
6

1
8
.
0

1
3
0
.
8

1
5
,
1
7
7

2
,
0
8
9

4
4
.
5

資
料

出
所

　
厚

生
労

働
省

「
毎

月
勤

労
統

計
調

査
」

（
注

）
１

　
再

集
計

さ
れ

た
平

成
2
4
年

以
降

の
公

表
値

を
掲

載
し

て
い

る
。

　
　

　
２

　
常

用
労

働
者

で
あ

り
、

パ
ー

ト
タ

イ
ム

労
働

者
を

含
ん

で
い

る
。

　
　

　
３

　
一

日
当

た
り

所
定

内
給

与
、

時
間

当
た

り
所

定
内

給
与

及
び

時
間

額
比

は
労

働
基

準
局

賃
金

課
に

て
算

出
。

厚
生

労
働

省
「

毎
月

勤
労

統
計

調
査

」

産
業

計
・

事
業

所
規

模
３

０
人

以
上

時
間

額
所

定
内

給
与

（
月

額
）

月
間

出
勤

日
数

所
定

内
労

働
時

間
一

日
当

た
り

所
定

内
給

与
時

間
当

た
り

所
定

内
給

与
時

間
額

比

-
2
0
-



1
0
　

企
業

の
業

況
判

断
及

び
収

益
　
(1
)
　
日
銀
短
観
に
よ
る
企
業
の
業
況
判
断
及
び
収
益

　
イ
　
業
況
判
断
（
Ｄ
Ｉ
）

（
「

良
い

」
－

「
悪

い
」

・
％

ポ
イ

ン
ト

）

平
成
31
年

令
和
元
年

３
月

６
月

９
月

12
月

３
月

６
月

９
月

12
月

３
月

６
月

９
月

12
月

最
近

先
行

き

製
造
業

7
3

-1
-4

-1
2

-3
9

-3
7

-2
0

-6
2

5
6

2
0

非
製
造
業

15
14

14
11

1
-2

5
-2

1
-1

1
-9

-7
-7

0
-2

-
5

製
造
業

12
7

5
0

-8
-3

4
-2

7
-1

0
5

14
18

18
14

9

非
製
造
業

21
23

21
20

8
-1

7
-1

2
-5

-1
1

2
9

9
7

製
造
業

7
5

2
1

-8
-3

6
-3

4
-1

7
-2

5
6

6
3

1

非
製
造
業

18
18

18
14

0
-2

7
-2

3
-1

4
-1

1
-8

-6
1

0
-
3

製
造
業

6
-1

-4
-9

-1
5

-4
5

-4
4

-2
7

-1
3

-7
-3

-1
-4

-
5

非
製
造
業

12
10

10
7

-1
-2

6
-2

2
-1

2
-1

1
-9

-1
0

-4
-6

-
1
0

資
料
出
所
　
日
本
銀
行
「
全
国
企
業
短
期
経
済
観
測
調
査
」
（

日
銀

短
観

）

（
注
）
１
 調

査
対
象

調
査
対
象
企
業
は
下
表
の
と
お
り

で
あ

る
。

な
お

、
総

務
省

「
母

集
団

デ
ー

タ
ベ

ー
ス

」
に

基
づ

き
調

査
対

象
企

業
の

選
定

を
行

っ
て

い
る

。

調
査
対
象
企
業
数
は
、
令
和
４
年

３
月

調
査

の
時

点
で

、
約

9,
40

0社
で

あ
る

。

大
企
業

中
堅
企
業

中
小
企
業

　
　
　
２
　
業
況
判
断
（
Ｄ
Ｉ
）

(1
)　

回
答
企
業
の
収
益
を
中
心
と
し
た
、
業
況

に
つ

い
て

の
全

般
的

な
判

断
を

、
「

最
近

（
回

答
時

点
）

の
状

況
」

お
よ

び
「

先
行

き
（

３
か

月
後

）
の

状
況

」
に

つ
い

て
、

　
　
季
節
変
動
要
因
を
除
い
た
実
勢

ベ
ー
ス
で

、
３

つ
の

選
択

肢
（

「
１

．
良

い
」

、
「

２
．

さ
ほ

ど
良

く
な

い
」

、
「

３
．

悪
い

」
）

の
中

か
ら

１
つ

を
選

び
回

答
し

て
も

ら
う

。

(2
)　

３
つ
の
選
択
肢
毎
の
回
答
社
数
を
単
純
集

計
し

、
全

回
答

社
数

に
対

す
る

「
回

答
社

数
構

成
百

分
比

」
を

算
出

す
る

。

　
　
そ
し
て
、
次
式
に
よ
り
デ
ィ
フ
ュ
ー
ジ
ョ
ン

・
イ

ン
デ

ッ
ク

ス
（

Di
ff

us
io

n 
In

de
x）

を
算

出
す

る
。

Ｄ
Ｉ＝

（
第
１
選
択
肢
の
回
答
者
数
構
成
百
分

比
）

－
（

第
３

選
択

肢
の

回
答

者
数

構
成

百
分

比
）

2千
万
円
以
上
1億

円
未
満

令
和

４
年

３
月

規
模
計

大
企
業

中
堅

企
業

1億
円
以
上
10

億
円
未
満

中
小

企
業

令
和

３
年

令
和

２
年

資
本

金

10
億

円
以

上

-
2
1
-



　
　
ロ
　
経
常
利
益
増
減

　
　
ハ
　
売
上
高
経
常
利
益
率

（
前

年
度

比
・

％
）

（
％

）

令
和

元
年

度
令

和
2
年

度
令

和
3
年

度
令

和
4
年

度
令

和
元

年
度

令
和

2
年

度
令

和
3
年

度
令

和
4
年

度

（
計

画
）

（
計

画
）

（
計

画
）

（
計

画
）

製
造

業
-
1
5
.
9

-
3
.
8

3
9
.
7

-
2
.
8

製
造

業
6
.
1
4

6
.
3
9

8
.
1
6

7
.
7
1

非
製

造
業

-
5
.
1

-
3
0
.
4

2
5
.
3

1
.
0

非
製

造
業

4
.
7
8

3
.
6
1

4
.
4
7

4
.
4
5

製
造

業
-
1
7
.
5

-
1
.
4

4
2
.
0

-
2
.
9

製
造

業
7
.
0
0

7
.
4
8

9
.
7
0

9
.
2
1

非
製

造
業

-
7
.
8

-
3
7
.
9

3
4
.
1

0
.
5

非
製

造
業

6
.
1
8

4
.
2
2

5
.
9
3

5
.
9
0

製
造

業
-
3
.
1

-
1
1
.
5

2
8
.
1

-
0
.
6

製
造

業
5
.
2
2

4
.
9
3

5
.
7
9

5
.
4
6

非
製

造
業

-
2
.
8

-
2
3
.
9

2
1
.
9

3
.
7

非
製

造
業

3
.
7
0

3
.
0
3

3
.
3
4

3
.
3
6

製
造

業
-
1
8
.
1

-
1
0
.
2

3
7
.
1

-
4
.
9

製
造

業
3
.
8
0

3
.
7
0

4
.
6
4

4
.
3
0

非
製

造
業

0
.
7

-
1
6
.
1

1
0
.
3

0
.
0

非
製

造
業

3
.
5
3

3
.
1
8

3
.
3
8

3
.
3
4

資
料

出
所

　
日

本
銀

行
「

全
国

企
業

短
期

経
済

観
測

調
査

」
（

日
銀

短
観

）
資

料
出

所
　

日
本

銀
行

「
全

国
企

業
短

期
経

済
観

測
調

査
」

（
日

銀
短

観
）

（
注

）
経

常
利

益
増

減
（

注
）

売
上

高
経

常
利

益
率

　
　

回
答

企
業

の
経

常
損

益
（

損
益

計
算

書
を

作
成

す
る

場
合

の
経

常
損

益
。

財
務

　
　

回
答

企
業

の
総

売
上

高
（

財
務

諸
表

等
規

則
に

準
拠

し
、

回
答

企
業

の

　
諸

表
等

規
則

に
準

拠
し

、
回

答
企

業
の

個
別

決
算

ベ
ー

ス
。

）
に

つ
い

て
、

年
度

　
個

別
決

算
ベ

ー
ス

。
）

に
つ

い
て

、
経

常
利

益
増

減
と

同
様

に
母

集
団

推

　
の

実
績

計
数

、
お

よ
び

計
画

（
予

測
）

計
数

を
回

答
し

て
も

ら
い

、
層

別
に

１
社

　
計

値
を

算
出

し
、

こ
れ

で
経

常
損

益
の

母
集

団
推

計
値

を
除

し
て

、
売

上

　
当

た
り

の
平

均
値

を
出

し
た

上
で

、
層

別
の

母
集

団
数

を
乗

じ
、

こ
れ

を
合

計
し

　
高

経
常

利
益

率
を

算
出

す
る

。

　
た

推
計

値
を

前
期

値
と

比
較

し
て

率
を

算
出

す
る

。

　

中
堅

企
業

中
堅

企
業

中
小

企
業

中
小

企
業

規
模

計
規

模
計

大
企

業
大

企
業

-
2
2
-



（
注
）
1.
 シ

ャ
ド
ー
は
、
景
気
後
退
期
（
内
閣
府
調
べ
）
。
以
下
同
じ
。

  
  
  
2.
 2
00
4年

3月
調
査
よ
り
調
査
対
象
企
業
等
の
見
直
し
を
行
な
っ
た
こ
と
か
ら
、
20
03
年
12
月
調
査
以
前
と
20
04
年
3月

調
査
以
降
の
計
数
は
連
続
し
な
い
(2
00
3年

12
月
調
査

  
  
  
  
に
つ
い
て
は
、
新
ベ
ー
ス
に
よ
る
再
集
計
結
果
を
併
記
）
。
以
下
同
じ
。

▽
業
況
判

断
の

推
移

資
料
出
所
　
日
本
銀
行

「
全

国
企

業
短

期
経

済
観

測
調

査
（

日
銀

短
観

）
」

（
2
02

2
年

３
月

調
査

）

「
良
い
」
超

「
悪
い
」
超

（
参

考
）

「
良
い
」
超

「
悪
い
」
超

「
良
い
」
超

「
悪
い
」
超

（
参

考
）

「
良
い
」
超

「
悪
い
」
超

「
良
い
」
超

「
悪
い
」
超

（
参

考
）

「
良
い
」
超

「
悪
い
」
超

-
2
3
-



▽
売
上
高
経
常
利
益
率
の
推
移

製
  
造
  
業

非
 製

 造
 業

資
料

出
所

　
日

本
銀

行
「

全
国

企
業

短
期

経
済

観
測

調
査

（
日

銀
短

観
）

」
（

20
22
年
３
月
調
査
）

-
2
4
-



　
(2

)　
法
人
企

業
統
計
に
よ
る
企
業
収
益

（
単

位
：

億
円

、
％

）

0
.4

▲
 1

4.
9

▲
 1

2.
0

26
.0

93
.9

35
.1

24
.7

13
.7

　
資

本
金

規
模

10
億

円
以

上

　
　

前
年

同
期

比
4
.2

▲
 1

3.
6

▲
 1

1.
1

48
.9

61
.7

41
.3

25
.4

18
.2

　
　

〃
　

１
億

円
～

10
億

円

　
　

前
年

同
期

比
5
.1

▲
 1

5.
6

▲
 9

.6
21

.7
18

4.
9

28
.8

32
.0

19
.3

　
　

〃
　

1,
00

0万
円

～
１

億
円

　
　

前
年

同
期

比
▲

 1
1.

2
▲

 1
6.

0
▲

 1
8.

4
1.

6
27

8.
6

26
.9

19
.8

3.
1

5
.5

4.
8

4.
6

6.
0

7.
7

5.
2

6.
6

6.
3

　
資

本
金

規
模

10
億

円
以

上
8
.2

7.
4

7.
2

7.
3

12
.7

7.
3

8.
2

8.
3

　
　

〃
　

１
億

円
～

10
億

円
4
.6

4.
0

3.
9

4.
9

4.
8

4.
4

5.
4

5.
2

　
　

〃
　

1,
00

0万
円

～
１

億
円

3
.6

3.
1

2.
7

5.
1

3.
9

3.
4

5.
4

4.
8

資
料

出
所

　
財

務
省

「
法

人
企

業
統

計
」

（
注

）
1
　

金
融

業
、

保
険

業
を

除
く

全
産

業
。

　
　

　
2
　

年
次

別
調

査
は

規
模

計
に

資
本

金
規

模
10

00
万

円
未

満
を

含
む

（
四

半
期

別
調

査
は

含
ま

ず
。

）
。

令
和

元
年

度
平

成
3
0年

度

23
0,

14
5

令
和

３
年

令
和

４
年

１
～

３
月

期
４

～
６

月
期

７
～

９
月

期
10

～
12

月
期

１
～

３
月

期

30
,9

47

22
8,

32
3

前
年

同
期

比

48
2,

37
8

4
16

,9
95

10
5,

02
7

16
3,

11
3

83
9,

17
7

7
14

,3
85

20
0,

74
6

24
0,

73
6

16
7,

50
8

61
,9

47
45

,6
08

41
,4

54
18

3,
78

9

95
,1

07

71
,1

13
63

,8
93

1
54

,4
38

売 上 高 経 常 利 益 率

規
模

計

経 常 利 益

規
模

計

11
7,

61
6

12
4,

14
1

13
6,

61
7

1
15

,3
06

33
,7

73
40

,2
89

41
,4

16
32

,0
15

令
和

２
年

度

62
8,

53
8

37
0,

70
5

10
4,

22
2

12
6,

04
3

-
2
5
-



　
(
3
)
　

中
小

企
業

景
況

調
査

に
よ

る
業

況
判

断
（

Ｄ
Ｉ

）

（
「

好
転

」
－

「
悪

化
」

・
％

ポ
イ

ン
ト

、
前

年
同

期
比

）

平
成

3
1
年

令
和

４
年

１
－

３
月

４
－

６
月

７
－

９
月

1
0
－

1
2
月

１
－

３
月

４
－

６
月

７
－

９
月

1
0
－

1
2
月

１
－

３
月

４
－

６
月

７
－

９
月

1
0
－

1
2
月

１
－

３
月

合
計

-
2
0
.
1

-
1
7
.
3

-
1
9
.
7

-
2
3
.
9

-
3
2
.
6

-
6
6
.
7

-
5
7
.
2

-
4
6
.
4

-
4
4
.
7

-
2
5
.
6

-
3
1
.
3

-
2
3
.
6

-
3
4
.
6

製
造

業
-
1
8
.
2

-
1
7
.
2

-
2
1
.
9

-
2
5
.
9

-
3
7
.
3

-
7
0
.
3

-
6
5
.
2

-
5
4
.
2

-
4
4
.
5

-
1
8
.
6

-
1
6
.
8

-
1
3
.
7

-
2
1
.
6

建
設

業
-
4
.
3

-
1
.
9

-
1
.
9

-
3
.
4

-
1
1
.
6

-
3
8
.
1

-
3
1
.
7

-
2
3
.
9

-
1
9
.
0

-
1
6
.
2

-
1
8
.
2

-
1
4
.
6

-
2
2
.
6

卸
売

業
-
2
0
.
1

-
2
0
.
2

-
2
2
.
2

-
2
8
.
1

-
3
7
.
9

-
6
9
.
8

-
6
2
.
7

-
5
0
.
0

-
4
4
.
6

-
2
0
.
2

-
2
7
.
4

-
1
7
.
3

-
2
5
.
2

小
売

業
-
3
2
.
2

-
2
9
.
2

-
3
0
.
4

-
3
6
.
2

-
4
1
.
0

-
7
0
.
4

-
5
7
.
5

-
4
6
.
6

-
4
7
.
7

-
3
5
.
5

-
4
5
.
3

-
3
7
.
4

-
4
7
.
6

サ
ー

ビ
ス

業
-
1
8
.
5

-
1
3
.
9

-
1
6
.
6

-
2
0
.
6

-
2
9
.
9

-
7
2
.
0

-
6
0
.
4

-
4
8
.
5

-
5
3
.
3

-
2
8
.
3

-
3
7
.
7

-
2
5
.
4

-
4
1
.
4

資
料

出
所

　
中

小
企

業
庁

「
中

小
企

業
景

況
調

査
」

（
注

）
１

　
本

調
査

の
調

査
対

象
企

業
は

以
下

の
と

お
り

（
全

国
で

約
１

万
９

千
社

）
で

あ
る

。

　
　

　
　

製
造

業
、

建
設

業
：

資
本

金
３

億
円

以
下

又
は

従
業

員
３

０
０

人
以

下
卸

売
業

：
資

本
金

１
億

円
以

下
又

は
従

業
員

１
０

０
人

以
下

　
　

　
　

小
売

業
：

資
本

金
５

千
万

円
以

下
又

は
従

業
員

５
０

人
以

下
サ

ー
ビ

ス
業

：
資

本
金

５
千

万
円

以
下

又
は

従
業

員
１

０
０

人
以

下

　
　

　
２

　
「

Ｄ
Ｉ

」
と

は
、

D
i
f
f
u
s
i
o
n
 
I
n
d
e
x
の

略
で

、
「

増
加

」
・

「
好

転
」

し
た

な
ど

と
す

る
企

業
の

割
合

（
百

分
率

）
か

ら
、

　
　

　
　

「
減

少
」

・
「

悪
化

」
し

た
な

ど
と

す
る

企
業

の
割

合
（

百
分

率
）

を
引

い
た

値
で

あ
る

。

令
和

元
年

令
和

３
年

令
和

２
年

-
2
6
-



▲
80

▲
70

▲
60

▲
50

▲
40

▲
30

▲
20

▲
10010

Ⅰ
Ⅱ

Ⅲ
Ⅳ

Ⅰ
Ⅱ

Ⅲ
Ⅳ

Ⅰ
Ⅱ

Ⅲ
Ⅳ

Ⅰ
Ⅱ

Ⅲ
Ⅳ

Ⅰ
Ⅱ

Ⅲ
Ⅳ

Ⅰ
Ⅱ

Ⅲ
Ⅳ

Ⅰ

平
成

28
年

29
年

30
年

31
年

令
和

元
年

2年
３

年
４

年

業
況

判
断

D
Iの

推
移

（５
業

種
別

）

製
造

業

建
設

業

卸
売

業

小
売

業

サ
ー

ビ
ス

業

（期
）

（年
）

資
料

出
所

中
小

企
業

庁
「中

小
企

業
景

況
調

査
」

（％
ポ

イ
ン

ト
）

（注
）前

年
同

期
比

「好
転

」－
「悪

化
」

-
2
7
-



１
１

　
法

人
企

業
統

計
で

み
た

労
働

生
産

性
の

推
移

年
度

前
年

度
比

前
年

度
比

前
年

度
比

前
年

度
比

前
年

度
比

前
年

度
比

前
年

度
比

平
成

23
年

度
66

8
▲

 0
.4

 
1,

01
7

▲
 2

.8
 

54
4

▲
 0

.7
 

43
8

5
.0

 
9
1
6

▲
 1

.4
 

5
5
5

0
.5

 
4
8
6

9
.2

 

24
年

度
66

6
▲

 0
.3

 
1,

02
3

0.
6 

53
5

▲
 1

.7
 

43
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2.
0

1.
7

2.
0

2.
1

2.
4

2.
5

富
山

3
.0

2
.8

2.
6

2.
5

2.
3

2.
1

1.
8

1.
7

1.
9

1.
9

2.
1

三
重

3
.2

2
.9

2.
3

2.
2

2.
0

1.
8

1.
2

1.
3

1.
8

2.
0

1.
5

山
梨

3
.4

3
.1

2.
9

2.
8

2.
3

2.
0

1.
7

2.
0

1.
8

2.
2

2.
1

群
馬

3
.4

3
.5

3.
0

2.
8

2.
5

2.
1

1.
9

2.
2

2.
1

2.
4

2.
4

岡
山

3
.7

3
.7

3.
2

3.
1

2.
7

2.
4

2.
3

2.
4

2.
2

2.
3

2.
5

石
川

3
.4

3
.2

2.
9

2.
3

2.
1

1.
9

1.
4

1.
6

1.
9

1.
9

2.
3

香
川

3
.4

3
.2

3.
0

2.
8

2.
6

2.
6

2.
2

2.
0

2.
2

2.
4

2.
3

奈
良

4
.3

3
.8

3.
5

3.
2

3.
0

2.
6

2.
4

1.
9

2.
7

2.
5

2.
5

宮
城

4
.8

4
.2

3.
6

3.
7

3.
2

2.
8

2.
6

2.
6

3.
0

3.
0

2.
8

福
岡

5
.2

5
.0

4.
5

4.
1

3.
5

3.
3

2.
9

2.
8

3.
0

3.
0

2.
9

山
口

3
.5

3
.4

3.
0

2.
8

2.
4

2.
0

1.
8

1.
8

1.
9

2.
0

1.
6

岐
阜

3
.4

3
.0

2.
5

2.
3

2.
1

1.
9

1.
3

1.
3

1.
6

1.
7

1.
2

福
井

2
.6

2
.6

2.
4

1.
8

1.
9

1.
6

1.
4

1.
4

1.
6

1.
6

1.
7

和
歌

山
3
.6

3
.1

2.
7

2.
4

2.
2

1.
8

1.
9

1.
6

2.
3

2.
5

2.
6

北
海

道
5
.2

4
.6

4.
1

3.
5

3.
6

3.
3

2.
9

2.
6

2.
9

3.
0

3.
1

新
潟

3
.7

3
.5

3.
3

2.
9

2.
8

2.
6

2.
1

2.
1

2.
3

2.
3

2.
8

徳
島

4
.1

3
.5

3.
3

3.
0

2.
7

2.
7

2.
2

1.
9

2.
2

2.
5

2.
5

福
島

4
.0

3
.6

3.
1

3.
1

2.
7

2.
4

2.
1

2.
1

2.
4

2.
3

2.
2

大
分

4
.0

3
.8

3.
3

2.
9

2.
5

2.
3

2.
0

2.
0

2.
0

2.
2

2.
0

山
形

3
.4

3
.1

2.
9

2.
7

2.
4

1.
9

1.
7

1.
7

2.
2

2.
2

2.
3

愛
媛

3
.8

3
.4

3.
2

2.
8

2.
6

2.
3

1.
7

1.
7

2.
0

2.
0

2.
2

島
根

2
.5

2
.8

2.
5

2.
6

1.
7

1.
1

1.
4

1.
6

1.
4

1.
7

1.
1

鳥
取

3
.7

3
.4

2.
7

2.
7

2.
3

2.
0

2.
0

2.
3

2.
3

2.
0

2.
4

熊
本

4
.3

4
.2

3.
9

3.
5

3.
1

2.
9

2.
7

2.
7

2.
8

2.
8

2.
7

長
崎

4
.4

4
.2

3.
6

3.
2

2.
8

2.
6

2.
2

2.
2

2.
5

2.
4

2.
2

高
知

3
.8

3
.3

3.
3

3.
0

3.
3

3.
0

2.
2

1.
9

2.
5

2.
5

2.
5

岩
手

3
.9

3
.3

2.
9

2.
9

2.
5

2.
1

1.
8

2.
1

2.
5

2.
4

2.
4

鹿
児

島
4
.5

4
.3

3.
9

3.
5

2.
8

2.
8

2.
4

2.
4

2.
7

2.
7

1.
8

佐
賀

3
.8

3
.4

3.
4

3.
0

2.
3

2.
0

1.
8

1.
9

2.
0

1.
6

1.
4

青
森

5
.3

4
.9

4.
2

4.
2

3.
6

3.
1

2.
7

2.
5

3.
0

3.
0

3.
3

秋
田

4
.4

4
.0

3.
7

3.
5

3.
0

2.
8

2.
6

2.
6

2.
8

2.
6

2.
7

宮
崎

4
.3

3
.7

3.
1

3.
2

2.
3

2.
0

1.
4

1.
4

1.
9

2.
3

2.
5

沖
縄

6
.8

5
.7

5.
4

5.
1

4.
3

3.
7

3.
4

2.
7

3.
3

3.
7

3.
9

資
料

出
所

　
総

務
省

統
計

局
「

労
働

力
調

査
都

道
府

県
別

結
果

（
モ

デ
ル

推
計

値
）

」
（

注
）

１
　

数
値

は
、

労
働

力
調

査
の

結
果

を
都

道
府

県
別

に
モ

デ
ル

に
よ

っ
て

推
計

し
た

値
。

（
北

海
道

、
東

京
都

、
神

奈
川

県
、

愛
知

県
、

大
阪

府
、

沖
縄

県
は

比
推

定
に

よ
っ

て
推

計
）

　
　

　
２

　
都

道
府

県
別

に
表

章
す

る
よ

う
に

標
本

設
計

を
行

っ
て

お
ら

ず
（

北
海

道
、

沖
縄

県
を

除
く

）
、

標
本

規
模

も
小

さ
い

こ
と

な
ど

か
ら

、
標

本
誤

差
が

大
き

く
、

利
用

に
際

し
て

　
　

　
　

注
意

が
必

要
。

Ａ ラ ン ク Ｂ ラ ン ク Ｃ ラ ン ク Ｄ ラ ン ク

  
 
  

 
３

　
毎

年
１

～
３

月
期

平
均

公
表

時
に

，
新

た
な

結
果

を
追

加
し

て
再

計
算

を
行

い
，

前
年

ま
で

の
過

去
５

年
間

の
四

半
期

平
均

及
び

年
平

均
結

果
を

遡
っ

て
一

部
改

定
し

て
い

る
。

-
3
2
-



４
　

賃
金

・
労

働
時

間
の

実
情

と
推

移
　
(1
)　

賃
金

　
　
イ
　
定
期
給
与
の
推
移

(単
位

：
円

)
ラ

ン
ク

都
道

府
県

平
成

24
年

2
5年

2
6年

27
年

28
年

29
年

30
年

令
和

元
年

２
年

３
年

東
京

36
3,

26
7

36
3
,9

8
2

3
65

,
2
03

35
8,

96
3

35
7,

89
2

35
9,

25
5

36
1,

00
9

36
1,

56
2

35
8,

39
0

－
神

奈
川

29
4,

61
4

29
4
,6

6
7

2
96

,
7
17

30
1,

15
3

30
1,

20
5

30
4,

77
7

31
1,

75
8

30
9,

00
3

30
0,

19
8

－
大

阪
30

2,
99

7
29

9
,3

0
2

3
01

,
1
42

30
0,

75
1

30
1,

15
3

29
8,

03
1

29
8,

47
0

29
7,

35
3

29
5,

19
9

－
愛

知
29

4,
81

3
29

8
,0

9
3

3
02

,
8
17

30
5,

27
8

30
8,

27
1

30
7,

63
9

30
9,

84
2

30
9,

45
7

30
3,

42
2

－
埼

玉
25

8,
80

3
25

8
,1

3
9

2
58

,
4
51

25
0,

62
9

25
2,

46
7

25
5,

92
0

26
7,

49
3

26
7,

48
0

25
7,

74
8

－
千

葉
26

4,
87

2
26

4
,1

0
7

2
60

,
6
75

26
3,

35
4

26
4,

58
1

26
7,

51
2

26
9,

05
0

27
5,

33
0

27
1,

34
5

－
京

都
25

4,
27

2
25

6
,0

7
9

2
60

,
8
40

26
6,

27
2

26
8,

47
4

27
1,

02
6

26
8,

38
0

27
1,

01
1

26
6,

44
3

－
兵

庫
27

0,
56

9
27

3
,2

1
2

2
76

,
0
55

26
4,

31
1

26
8,

13
5

27
0,

60
1

28
2,

49
7

28
4,

18
4

27
0,

45
0

－
静

岡
27

6,
56

1
27

7
,7

1
3

2
79

,
5
70

27
3,

18
8

27
4,

15
7

27
4,

83
9

27
4,

63
1

27
6,

85
1

27
4,

97
2

－
滋

賀
27

5,
52

4
27

5
,2

1
4

2
74

,
6
47

28
7,

62
4

29
0,

23
1

28
8,

40
0

28
5,

70
0

29
0,

32
1

27
8,

54
3

－
茨

城
28

3,
53

9
28

1
,9

4
0

2
83

,
3
74

27
9,

69
9

28
2,

91
9

28
4,

83
1

29
0,

22
0

29
1,

25
7

28
8,

64
2

－
栃

木
28

6,
93

0
28

6
,3

5
7

2
85

,
2
48

28
1,

69
8

28
4,

33
6

28
7,

27
1

28
1,

88
0

27
9,

69
6

27
7,

56
0

－
広

島
26

6,
03

1
26

8
,0

1
1

2
73

,
0
70

28
3,

56
0

28
6,

96
2

29
0,

00
2

28
8,

11
3

28
9,

70
5

28
2,

37
6

－
長

野
26

8,
85

6
26

7
,5

1
5

2
67

,
7
91

27
4,

11
3

27
4,

31
2

27
6,

18
3

27
4,

73
8

27
4,

96
4

27
2,

54
2

－
富

山
27

1,
06

9
27

1
,7

7
6

2
73

,
5
90

27
1,

96
6

27
4,

81
0

27
3,

58
2

27
3,

64
6

27
2,

53
6

26
9,

88
0

－
三

重
28

2,
50

5
28

5
,7

9
8

2
89

,
3
56

27
5,

49
5

27
7,

99
3

28
1,

53
7

28
5,

76
0

28
7,

08
4

29
0,

27
0

－
山

梨
26

3,
27

4
26

3
,6

0
8

2
66

,
2
74

26
5,

27
4

26
6,

47
6

26
9,

77
8

27
3,

43
3

26
5,

39
5

26
5,

39
2

－
群

馬
27

1,
60

3
27

2
,3

1
3

2
74

,
9
18

27
2,

58
5

27
3,

94
3

28
0,

35
0

28
1,

06
2

26
8,

39
9

27
0,

13
0

－
岡

山
27

2,
85

8
27

6
,1

6
3

2
77

,
9
28

28
1,

69
8

28
1,

31
6

28
5,

78
9

26
9,

31
1

26
4,

82
8

26
9,

35
8

－
石

川
25

9,
45

2
25

9
,8

5
3

2
64

,
9
69

27
7,

96
8

27
9,

70
8

27
9,

83
4

27
8,

38
7

27
0,

27
1

27
1,

70
5

－
香

川
26

7,
40

7
26

5
,1

9
3

2
67

,
7
55

26
7,

76
6

26
6,

42
5

26
4,

92
8

27
5,

13
0

27
1,

07
3

26
4,

35
7

－
奈

良
25

2,
76

3
24

8
,6

8
8

2
49

,
9
08

24
9,

52
9

24
7,

71
6

25
0,

71
9

24
6,

58
5

24
5,

58
4

24
7,

53
0

－
宮

城
26

9,
22

2
26

9
,4

4
5

2
76

,
6
02

25
8,

08
4

25
9,

70
9

26
2,

28
3

26
9,

79
9

26
8,

95
4

26
8,

97
0

－
福

岡
27

1,
60

0
27

1
,1

7
6

2
78

,
4
59

27
5,

66
9

27
7,

90
3

28
0,

59
0

27
4,

89
3

26
9,

11
0

27
1,

27
0

－
山

口
26

7,
58

2
26

7
,7

5
3

2
71

,
1
21

27
1,

65
3

27
2,

01
3

27
2,

88
9

26
7,

64
9

26
0,

02
2

25
6,

76
9

－
岐

阜
25

6,
70

5
25

9
,9

4
3

2
66

,
4
75

26
3,

76
3

26
3,

14
3

26
3,

73
0

25
7,

31
8

26
3,

71
2

26
2,

69
0

－
福

井
26

7,
59

3
26

5
,6

6
3

2
67

,
5
74

27
7,

73
1

27
9,

57
8

28
2,

06
0

27
7,

40
7

27
9,

46
3

27
3,

55
8

－
和

歌
山

25
4,

86
8

25
2
,9

3
5

2
55

,
4
71

25
2,

88
6

25
2,

74
2

24
8,

30
7

25
6,

37
4

25
4,

27
1

25
2,

58
9

－
北

海
道

24
4,

72
9

24
4
,8

6
1

2
48

,
6
41

24
5,

19
1

24
6,

08
3

25
0,

40
6

26
1,

64
9

26
8,

98
8

26
4,

92
4

－
新

潟
26

3,
48

7
26

4
,8

6
2

2
68

,
2
93

25
8,

33
2

26
0,

72
2

26
4,

72
5

26
0,

12
0

25
0,

65
6

25
6,

32
1

－
徳

島
27

0,
69

8
26

5
,2

3
8

2
69

,
3
58

26
5,

22
4

26
6,

25
3

26
7,

23
6

26
6,

72
6

26
3,

21
7

26
5,

35
1

－
福

島
27

0,
24

0
26

8
,1

9
9

2
69

,
0
19

26
8,

83
8

27
0,

35
4

27
0,

46
2

27
0,

10
7

27
0,

60
1

26
7,

66
5

－
大

分
25

4,
26

7
25

2
,8

6
5

2
55

,
1
84

25
7,

00
0

25
8,

25
1

26
0,

74
4

25
3,

86
1

25
2,

01
9

25
8,

21
0

－
山

形
24

1,
84

2
24

3
,8

9
8

2
47

,
0
33

25
3,

75
9

25
4,

37
5

25
7,

28
7

26
0,

67
8

25
8,

97
5

24
6,

31
1

－
愛

媛
25

3,
56

2
25

3
,7

4
0

2
55

,
1
74

26
0,

26
5

26
2,

60
8

26
5,

11
7

25
0,

09
8

24
7,

72
3

25
0,

93
2

－
島

根
25

0,
29

9
25

3
,1

2
0

2
58

,
0
29

25
4,

88
3

25
8,

03
8

26
0,

04
2

26
0,

06
2

26
0,

84
1

26
1,

70
2

－
鳥

取
24

5,
03

0
24

5
,0

6
8

2
48

,
1
19

25
7,

03
0

25
9,

36
8

26
0,

37
4

25
1,

11
5

24
4,

31
9

24
5,

50
4

－
熊

本
25

3,
38

3
25

5
,5

0
4

2
58

,
5
76

25
9,

80
4

26
0,

63
0

26
4,

27
5

25
7,

68
0

25
6,

77
3

24
7,

24
7

－
長

崎
23

8,
81

6
23

5
,9

0
5

2
38

,
1
85

24
7,

42
1

24
7,

94
5

24
8,

93
7

24
4,

04
3

24
8,

75
1

25
6,

40
6

－
高

知
26

9,
02

4
26

6
,8

3
0

2
68

,
4
13

26
9,

47
1

26
6,

90
7

26
6,

31
5

24
7,

01
3

25
9,

22
0

25
4,

55
0

－
岩

手
24

1,
48

4
24

4
,6

5
9

2
47

,
2
74

23
9,

79
4

24
3,

46
3

24
2,

58
7

24
6,

89
5

25
0,

86
7

24
9,

56
3

－
鹿

児
島

23
6,

19
4

23
3
,1

0
9

2
32

,
7
59

22
6,

79
3

22
8,

37
2

23
0,

60
3

22
9,

38
8

23
3,

03
8

24
2,

69
9

－
佐

賀
24

1,
83

5
24

2
,3

7
6

2
43

,
1
05

25
2,

26
6

25
2,

62
5

25
5,

73
8

26
0,

74
8

24
6,

92
4

24
0,

84
4

－
青

森
22

7,
43

7
22

8
,8

9
9

2
25

,
8
11

23
7,

49
4

23
7,

20
2

23
7,

53
3

22
4,

89
6

23
0,

56
2

22
7,

72
0

－
秋

田
23

5,
25

8
23

4
,9

8
3

2
40

,
6
52

24
0,

19
9

24
3,

52
5

24
9,

04
0

25
0,

85
1

24
5,

12
7

24
1,

40
8

－
宮

崎
22

8,
36

5
22

6
,9

2
4

2
29

,
4
22

24
4,

15
8

24
5,

75
4

24
4,

29
8

23
4,

93
1

23
7,

61
2

23
8,

65
6

－
沖

縄
22

4,
69

9
22

6
,9

0
7

2
30

,
5
25

23
5,

52
4

23
8,

66
2

24
0,

67
1

23
3,

58
8

23
6,

19
4

24
0,

68
3

－

資
料

出
所

　
厚

生
労

働
省

「
毎

月
勤

労
統

計
調

査
地

方
調

査
」

（
注

）
１

　
事

業
所

規
模

3
0
人

以
上

の
数

値
で

あ
る

。
　

　
　

２
　

令
和

３
年

結
果

は
、

令
和

４
年

６
月

下
旬

公
表

予
定

。

Ａ ラ ン ク Ｂ ラ ン ク Ｃ ラ ン ク Ｄ ラ ン ク

-
3
3
-



（
単

位
：
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ラ
ン

ク
都

道
府

県
平

成
2
9
年

平
均

平
成

3
0
年

平
均

令
和

元
年

平
均

令
和

２
年

平
均

令
和

３
年

平
均

令
和

４
年

３
月

令
和

４
年

４
月

東
京

1
,
1
5
1

1
,
1
6
5

1
,
1
7
5

1
,
2
1
7

1
,
2
3
8

1
,
2
3
6

1
,
2
0
4

神
奈

川
1
,
1
5
2

1
,
1
6
9

1
,
2
0
1

1
,
2
3
6

1
,
2
5
6

1
,
2
6
2

1
,
2
6
4

大
阪

1
,
0
8
0

1
,
1
0
6

1
,
1
3
0

1
,
1
5
8

1
,
1
6
7

1
,
1
8
2

1
,
1
7
6

愛
知

1
,
0
8
5

1
,
1
0
1

1
,
1
2
4

1
,
1
4
9

1
,
1
5
8

1
,
1
5
6

1
,
1
6
2

埼
玉

1
,
0
6
3

1
,
0
9
0

1
,
1
1
7

1
,
1
4
6

1
,
1
5
5

1
,
1
7
1

1
,
1
6
4

千
葉

1
,
0
8
1

1
,
1
0
5

1
,
1
2
7

1
,
1
5
8

1
,
1
6
8

1
,
1
7
7

1
,
1
6
8

京
都

1
,
0
3
7

1
,
0
6
1

1
,
0
8
8

1
,
1
1
8

1
,
1
3
2

1
,
1
3
6

1
,
1
1
9

兵
庫

1
,
0
6
9

1
,
0
8
7

1
,
1
1
3

1
,
1
3
4

1
,
1
5
1

1
,
1
5
2

1
,
1
5
2

静
岡

1
,
0
3
2

1
,
0
5
1

1
,
0
7
1

1
,
0
9
3

1
,
1
0
3

1
,
1
2
3

1
,
1
1
0

滋
賀

1
,
0
0
4

1
,
0
2
0

1
,
0
4
2

1
,
0
7
8

1
,
0
8
2

1
,
0
9
4

1
,
1
0
8

茨
城

9
9
9

1
,
0
1
5

1
,
0
4
1

1
,
0
6
6

1
,
0
7
8

1
,
0
9
3

1
,
0
8
7

栃
木

1
,
0
0
2

1
,
0
2
2

1
,
0
4
1

1
,
0
6
9

1
,
0
7
5

1
,
0
7
1

1
,
0
9
6

広
島

9
8
1

9
9
7

1
,
0
1
9

1
,
0
3
7

1
,
0
4
2

1
,
0
6
2

1
,
0
4
4

長
野

9
6
5

9
7
7

1
,
0
0
0

1
,
0
2
2

1
,
0
2
5

1
,
0
3
8

1
,
0
2
6

富
山

9
7
4

9
9
4

1
,
0
1
8

1
,
0
4
0

1
,
0
5
0

1
,
0
4
0

1
,
0
4
9

三
重

9
9
9

1
,
0
2
5

1
,
0
4
6

1
,
0
6
9

1
,
0
7
3

1
,
0
9
7

1
,
0
8
1

山
梨

9
8
2

1
,
0
0
4

1
,
0
2
0

1
,
0
4
5

1
,
0
5
0

1
,
0
7
0

1
,
0
4
2

群
馬

9
9
7

1
,
0
1
2

1
,
0
3
5

1
,
0
5
2

1
,
0
5
6

1
,
0
5
2

1
,
0
5
6

岡
山

9
7
6

9
9
2

1
,
0
0
3

1
,
0
2
4

1
,
0
3
0

1
,
0
3
8

1
,
0
3
7

石
川

9
7
8

9
9
2

1
,
0
1
7

1
,
0
2
8

1
,
0
2
3

1
,
0
2
7

1
,
0
1
8

香
川

9
6
7

9
8
4

1
,
0
0
1

1
,
0
2
4

1
,
0
3
2

1
,
0
3
3

1
,
0
5
2

奈
良

1
,
0
1
6

1
,
0
3
3

1
,
0
4
7

1
,
0
7
6

1
,
0
9
2

1
,
0
9
0

1
,
1
0
5

宮
城

9
7
0

9
8
1

1
,
0
0
2

1
,
0
2
5

1
,
0
3
7

1
,
0
3
9

1
,
0
3
8

福
岡

9
6
4

9
8
6

1
,
0
1
0

1
,
0
3
0

1
,
0
6
5

1
,
0
7
3

1
,
0
5
8

山
口

9
3
8

9
5
8

9
8
0

1
,
0
0
3

1
,
0
1
1

1
,
0
3
2

1
,
0
2
0

岐
阜

9
8
4

9
9
8

1
,
0
2
5

1
,
0
4
7

1
,
0
5
4

1
,
0
6
3

1
,
0
6
3

福
井

9
4
8

9
6
4

9
8
6

1
,
0
0
5

1
,
0
1
3

1
,
0
1
9

1
,
0
2
6

和
歌

山
9
6
9

9
9
4

1
,
0
0
8

1
,
0
3
4

1
,
0
4
3

1
,
0
4
6

1
,
0
4
8

北
海

道
9
3
8

9
6
3

9
8
7

1
,
0
1
0

1
,
0
2
4

1
,
0
4
9

1
,
0
3
5

新
潟

9
4
2

9
5
8

9
7
8

1
,
0
0
1

1
,
0
0
7

1
,
0
2
7

1
,
0
1
5

徳
島

9
8
0

9
9
9

1
,
0
2
4

1
,
0
4
1

1
,
0
5
3

1
,
0
6
4

1
,
0
5
4

福
島

9
5
6

9
7
1

9
8
8

1
,
0
0
0

9
9
3

1
,
0
1
0

1
,
0
0
0

大
分

8
9
6

9
2
2

9
3
9

9
6
7

9
8
0

9
9
8

9
9
5

山
形

9
0
1

9
1
6

9
4
2

9
7
3

9
7
4

9
8
6

9
8
2

愛
媛

9
3
8

9
4
8

9
7
0

9
8
8

9
9
7

1
,
0
1
8

1
,
0
0
5

島
根

9
2
5

9
3
9

9
5
9

9
8
2

9
9
0

1
,
0
0
8

9
8
2

鳥
取

9
3
5

9
5
1

9
6
9

9
8
7

9
8
9

1
,
0
1
3

9
9
8

熊
本

9
1
3

9
4
4

9
7
1

9
9
0

1
,
0
0
5

1
,
0
2
8

1
,
0
1
9

長
崎

8
8
8

9
0
7

9
3
5

9
6
1

9
7
6

9
8
4

9
7
9

高
知

9
0
2

9
2
0

9
4
1

9
7
1

9
8
2

9
9
7

9
9
0

岩
手

8
7
8

8
9
8

9
1
4

9
4
5

9
4
7

9
6
5

9
5
0

鹿
児

島
8
8
4

8
9
9

9
2
9

9
5
5

9
7
3

9
9
0

9
8
6

佐
賀

9
0
9

9
2
7

9
5
4

9
7
2

9
8
1

9
9
1

9
9
3

青
森

8
6
1

8
8
0

9
0
1

9
2
8

9
4
2

9
4
5

9
4
9

秋
田

8
7
9

8
9
4

9
1
5

9
3
8

9
5
6

9
8
1

9
7
7

宮
崎

8
7
7

9
0
2

9
2
9

9
4
6

9
6
0

9
9
4

9
7
1

沖
縄

9
1
9

9
4
4

9
7
4

1
,
0
1
0

1
,
0
3
0

1
,
0
4
5

1
,
0
2
4

全
国

1
,
0
1
8

1
,
0
3
7

1
,
0
5
9

1
,
0
8
2

1
,
0
9
2

1
,
1
0
1

1
,
0
9
5

資
料

出
所

　
厚

生
労

働
省

「
職

業
安

定
業

務
統

計
」

（
注

）
１

　
公

共
職

業
安

定
所

で
受

理
し

た
パ

ー
ト

タ
イ

ム
労

働
者

の
求

人
票

に
記

載
さ

れ
た

時
給

の
平

均
を

算
出

し
た

も
の

で
あ

る
。

な
お

、
時

給
制

以
外

の
も

の
に

つ
い

て
は

、
時

給
換

算
額

を
算

出
に

用
い

て
い

る
。

　
　

　
２

　
常

用
的

雇
用

（
雇

用
契

約
に

お
い

て
雇

用
期

間
の

定
め

が
な

い
か

又
は

４
か

月
以

上
の

雇
用

期
間

が
定

め
ら

れ
て

い
る

も
の

（
季

節
労

働
を

除
く

。
）

）
の

パ
ー

ト
タ

イ
ム

労
働

者
を

対
象

と
し

て
い

る
。

　
　

　
３

　
１

求
人

票
当

た
り

１
募

集
賃

金
と

し
て

算
出

。
な

お
、

求
人

票
に

は
募

集
賃

金
の

上
限

と
下

限
を

記
載

す
る

こ
と

と
な

っ
て

お
り

、
そ

の
平

均
額

を
１

募
集

賃
金

と
し

て
算

出
し

て
い

る
。

ロ
　

パ
ー

ト
タ

イ
ム

労
働

者
の

１
求

人
票

あ
た

り
の

募
集

賃
金

平
均

額

A ラ ン ク B ラ ン ク C ラ ン ク D ラ ン ク

-
3
4
-



（
単

位
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円
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ラ
ン

ク
都

道
府

県
平

成
2
9
年

平
均

平
成

3
0
年

平
均

令
和

元
年

平
均

令
和

2
年

平
均

令
和

３
年

平
均

令
和

４
年

3
月

令
和

４
年

4
月

東
京

1
,
0
8
4

1
,
1
0
0

1
,
1
1
1

1
,
1
5
7

1
,
1
7
6

1
,
1
7
7

1
,
1
5
0

神
奈

川
1
,
0
9
0

1
,
1
0
5

1
,
1
3
2

1
,
1
6
3

1
,
1
8
4

1
,
1
9
4

1
,
1
9
3

大
阪

1
,
0
2
6

1
,
0
5
1

1
,
0
7
4

1
,
0
9
9

1
,
1
0
8

1
,
1
2
4

1
,
1
1
8

愛
知

1
,
0
0
7

1
,
0
2
4

1
,
0
4
6

1
,
0
7
0

1
,
0
7
9

1
,
0
8
0

1
,
0
8
5

埼
玉

1
,
0
0
4

1
,
0
2
9

1
,
0
5
6

1
,
0
8
3

1
,
0
9
0

1
,
1
0
6

1
,
1
0
0

千
葉

1
,
0
2
4

1
,
0
4
9

1
,
0
7
0

1
,
0
9
7

1
,
1
0
6

1
,
1
1
6

1
,
1
0
9

京
都

9
8
0

1
,
0
0
2

1
,
0
2
9

1
,
0
5
7

1
,
0
6
9

1
,
0
7
4

1
,
0
6
4

兵
庫

1
,
0
0
9

1
,
0
2
5

1
,
0
5
2

1
,
0
7
1

1
,
0
8
6

1
,
0
9
0

1
,
0
9
4

静
岡

9
7
7

9
9
7

1
,
0
1
7

1
,
0
3
4

1
,
0
4
3

1
,
0
6
5

1
,
0
5
3

滋
賀

9
5
4

9
7
0

9
9
3

1
,
0
2
4

1
,
0
2
8

1
,
0
4
2

1
,
0
5
3

茨
城

9
4
4

9
5
8

9
8
3

1
,
0
0
3

1
,
0
1
7

1
,
0
2
8

1
,
0
2
7

栃
木

9
4
2

9
6
1

9
8
2

1
,
0
1
1

1
,
0
1
7

1
,
0
2
1

1
,
0
3
6

広
島

9
3
2

9
4
9

9
7
0

9
8
7

9
9
3

1
,
0
1
5

1
,
0
0
1

長
野

9
1
0

9
2
4

9
4
7

9
7
1

9
7
6

9
8
6

9
7
8

富
山

9
2
1

9
4
1

9
6
4

9
8
3

9
9
6

9
9
2

9
9
6

三
重

9
4
4

9
6
9

9
9
2

1
,
0
1
3

1
,
0
1
7

1
,
0
4
3

1
,
0
2
5

山
梨

9
2
2

9
4
5

9
6
3

9
8
3

9
8
7

1
,
0
1
0

9
8
8

群
馬

9
3
3

9
5
1

9
7
1

9
9
0

9
9
5

9
9
2

9
9
9

岡
山

9
1
5

9
3
2

9
4
9

9
6
8

9
7
5

9
8
5

9
8
7

石
川

9
1
9

9
3
2

9
5
6

9
7
0

9
7
0

9
7
5

9
6
9

香
川

9
1
1

9
2
7

9
4
5

9
6
8

9
7
4

9
7
5

9
8
7

奈
良

9
5
7

9
7
5

9
8
9

1
,
0
1
5

1
,
0
3
0

1
,
0
2
9

1
,
0
4
1

宮
城

9
1
9

9
3
1

9
5
3

9
7
4

9
8
2

9
8
6

9
9
1

福
岡

9
1
0

9
3
0

9
5
4

9
7
3

1
,
0
0
1

1
,
0
1
6

1
,
0
0
2

山
口

8
9
6

9
1
7

9
3
9

9
5
8

9
6
4

9
8
8

9
7
4

岐
阜

9
2
8

9
4
3

9
6
9

9
8
8

9
9
6

1
,
0
0
7

1
,
0
0
8

福
井

9
0
0

9
1
5

9
3
7

9
5
5

9
6
3

9
7
2

9
7
0

和
歌

山
9
1
6

9
3
8

9
5
5

9
7
7

9
8
6

9
9
2

1
,
0
0
0

北
海

道
9
0
1

9
2
5

9
4
9

9
6
9

9
8
2

1
,
0
0
4

9
9
4

新
潟

8
9
7

9
1
3

9
3
3

9
5
4

9
6
0

9
8
3

9
6
9

徳
島

9
1
8

9
3
5

9
5
8

9
7
0

9
8
2

9
9
7

9
8
9

福
島

9
0
2

9
1
8

9
3
5

9
5
0

9
4
4

9
6
6

9
5
2

大
分

8
5
4

8
8
0

8
9
9

9
2
4

9
3
4

9
5
3

9
5
3

山
形

8
5
8

8
7
3

8
9
9
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取
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1

熊
本
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9

9
3
5
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長
崎
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0

8
9
6
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1
7

9
3
4

9
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3

9
3
7

高
知
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6
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8
8
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1
0
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3
0

9
4
2

9
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4

9
5
3

岩
手

8
4
0
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0
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7
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0
1

9
0
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9
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4

鹿
児

島
8
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8
8
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0
9
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2
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9
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6
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0

佐
賀
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0

8
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9
1
4

9
2
5

9
3
6

9
4
6

9
4
7

青
森

8
2
9

8
4
7

8
6
8

8
9
3

9
0
6

9
1
4

9
1
7

秋
田

8
4
5

8
6
0

8
8
0

9
0
0

9
1
7

9
4
1

9
4
0

宮
崎

8
3
7

8
6
1

8
8
8

9
0
2

9
1
6

9
5
3

9
3
0

沖
縄

8
7
8

8
9
9

9
2
8

9
5
7

9
7
3

9
8
8

9
7
4

全
国

9
6
2

9
8
2

1
,
0
0
3

1
,
0
2
5

1
,
0
3
5

1
,
0
4
5

1
,
0
4
1

資
料

出
所

　
厚

生
労

働
省

「
職

業
安

定
業

務
統

計
」

（
注

）
１

　
公

共
職

業
安

定
所

で
受

理
し

た
パ

ー
ト

タ
イ

ム
労

働
者

の
求

人
票

に
記

載
さ

れ
た

時
給

の
平

均
を

算
出

し
た

も
の

で
あ

る
。

な
お

、
時

給
制

以
外

の
も

の
に

つ
い

て
は

、
時

給
換

算
額

を
算

出
に

用
い

て
い

る
。

　
　

　
２

　
常

用
的

雇
用

（
雇

用
契

約
に

お
い

て
雇

用
期

間
の

定
め

が
な

い
か

又
は

４
か

月
以

上
の

雇
用

期
間

が
定

め
ら

れ
て

い
る

も
の

（
季

節
労

働
を

除
く

。
）

）
の

パ
ー

ト
タ

イ
ム

労
働

者
を

対
象

と
し

て
い

る
。

　
　

　
３

　
１

求
人

票
当

た
り

１
募

集
賃

金
と

し
て

算
出

。
な

お
、

求
人

票
に

は
募

集
賃

金
の

上
限

と
下

限
を

記
載

す
る

こ
と

と
な

っ
て

お
り

、
そ

の
下

限
額

を
１

募
集

賃
金

と
し

て
算

出
し

て
い

る
。

ハ
　

パ
ー

ト
タ

イ
ム

労
働

者
の

１
求

人
票

あ
た

り
の

募
集

賃
金

下
限

額

A ラ ン ク B ラ ン ク C ラ ン ク D ラ ン ク

-
3
5
-



　
(2
)　

労
働
時
間

　
　
常
用
労
働
者
１
人
平
均
月
間
総
実
労
働
時
間
と
所
定
外
労
働
時
間
の
推
移
（
調
査
産
業
計
、
事
業
所
規
模
30
人
以
上
）

（
単

位
：

時
間

）
ラ

ン
ク

都
道
府
県

平
成
24
年

25
年

26
年

27
年

2
8年

2
9年

30
年

令
和

元
年

２
年

３
年

平
成

2
4
年

25
年

26
年

27
年

28
年

29
年

30
年

令
和

元
年

２
年

３
年

東
京

15
2
.4

15
0.

1
14

9.
9

14
7.

7
14

6
.6

14
6
.
7

14
6
.5

14
3.

2
13

9.
7

-
13

.7
13

.7
14

.0
13

.5
12

.7
12

.4
12

.3
13

.0
11

.9
-

神
奈

川
14

3
.6

14
2.

3
14

2.
0

14
5.

1
14

4
.9

14
4
.
8

14
1
.8

14
0.

2
13

5.
0

-
12

.0
12

.1
12

.7
13

.5
13

.1
12

.6
12

.6
13

.6
10

.7
-

大
阪

14
7
.8

14
6.

4
14

7.
1

14
6.

6
14

6
.7

14
5
.
2

14
3
.8

14
1.

9
13

7.
0

-
11

.9
11

.8
12

.6
12

.5
12

.5
12

.0
11

.5
11

.6
10

.0
-

愛
知

15
2
.0

15
0.

8
15

1.
2

15
1.

4
15

1
.7

15
1
.
4

15
1
.5

14
7.

8
14

3.
8

-
13

.9
14

.5
15

.2
16

.3
16

.2
16

.1
16

.3
15

.5
13

.5
-

埼
玉

14
3
.7

14
2.

3
14

1.
1

14
1.

9
14

1
.2

14
0
.
9

14
3
.9

13
9.

8
13

2.
9

-
11

.3
11

.2
11

.2
11

.8
11

.5
11

.5
12

.1
12

.0
9.

7
-

千
葉

14
4
.0

14
1.

5
13

9.
5

14
3.

6
14

4
.1

14
4
.
3

14
0
.5

13
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4
13

3.
7

-
11
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11
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11
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12

.5
12

.5
12
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11
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11

.6
9.

4
-

京
都
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3
.8

14
3.

2
14

2.
2

14
1.

7
14

1
.1

14
1
.
6

13
8
.9

13
6.

1
12

9.
9

-
12

.3
12

.8
12

.4
12

.3
11

.7
12

.0
10

.6
9.

8
8.

9
-

兵
庫
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7
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14
6.

0
14
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2

14
3.

0
14
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14
2
.
1

14
3
.9

13
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8
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11
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.1
12
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11
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11
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12
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静
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15
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14
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14
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滋
賀
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14
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茨
城

15
7
.7

15
6.
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4
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1.
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1
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1
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1
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12
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14
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13

.3
12

.6
-

栃
木
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6
.9
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5.

3
15

4.
3

15
3.

5
15

3
.9

15
4
.
1

15
1
.6

14
6.

8
14

6.
2

-
14

.8
15
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15

.5
14

.3
14

.6
15

.1
13

.3
12

.3
10

.6
-

広
島
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0
.5

15
0.

6
15
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3

15
4.

1
15

4
.8

15
4
.
8

15
3
.3

15
1.

7
14

4.
6

-
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13
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14

.6
14

.7
14

.6
14

.7
14
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14

.0
11

.5
-

長
野
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.7

15
3.
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15
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8

15
2.
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2
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15
2
.
1
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2
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14
7.

4
14

4.
3
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11

.5
12

.1
12

.6
10
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9.

0
-

富
山
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6
.1
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4.
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15

3.
1

15
7.

4
15

7
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15
6
.
8

15
4
.8

15
1.

0
14

6.
9
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12

.4
13
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13

.5
13

.6
12

.9
11
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9.

2
-

三
重
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3
.0
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3.

6
15

3.
0
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9.

1
14

9
.9

14
9
.
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9
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14
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14

4.
9
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13

.7
14
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14
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14
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山
梨
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0
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0.

7
15
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6

14
9.
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14

9
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1
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0
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9
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14

1.
6
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.9
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10
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群
馬
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3
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4
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4
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岡
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石
川
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1
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6
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6
.
1
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4
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0
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9
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11
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9.

4
-

香
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5
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15
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2
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9
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8
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14
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9

-
13
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13
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13
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奈
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2.
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14
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7

14
1.
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9
.
6

13
7
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13
4.
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13

4.
3

-
9.

6
9.

8
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.2
8.

5
8.

1
7.

8
8.

1
8.

7
7.

4
-

宮
城
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2
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2.
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15
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0

14
8.
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14

9
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14
8
.
9
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0
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14
8.
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14

6.
9

-
11

.8
12

.4
12

.9
12

.7
12

.6
12

.0
12

.3
12

.3
11

.4
-

福
岡
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3
.4

15
2.

6
15

3.
3

15
3.

6
15

3
.2

15
3
.
5

14
8
.3

14
4.

6
14

2.
8

-
11

.6
12

.3
13

.1
13

.6
13

.5
14

.3
12

.6
12

.6
10

.9
-

山
口
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2
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15
1.

9
15

3.
4

15
1.

9
15

1
.5

15
1
.
8

15
1
.6

14
7.

6
14

2.
2

-
11

.9
12

.6
14

.0
13

.6
13

.0
13

.1
12

.9
12

.4
10

.7
-

岐
阜

14
9
.9

14
9.

5
15

0.
8

15
1.

4
15

0
.4

14
9
.
7

14
5
.7

14
8.

6
14

2.
3

-
11

.0
11

.2
11

.9
12

.0
11

.8
11

.9
12

.3
14

.8
11

.5
-

福
井

15
5
.7

15
5.

0
15

5.
5

15
4.

7
15

4
.7

15
4
.
7

15
5
.5

15
3.

1
14

6.
6

-
10

.9
10

.9
11

.7
12

.9
12

.8
12

.9
14

.2
12

.8
9.

8
-

和
歌

山
14

6
.8

14
5.

8
14

5.
8

14
9.

8
14

8
.7

14
6
.
0

14
3
.6

14
3.

6
14

0.
2

-
9.

5
9.

5
9.

9
12

.9
13

.5
12

.6
12

.1
11

.0
9.

9
-

北
海

道
15

0
.8

15
0.

3
14

9.
3

14
8.

7
14

8
.1

14
8
.
1

14
6
.2

14
5.

4
14

0.
0

-
10

.8
11

.5
11

.3
11

.0
10
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10

.7
10
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10
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.0
-

新
潟
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4
.9
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15
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0
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15
4
.
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0
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大
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総

務
省

「
小

売
物

価
統

計
調

査
（

構
造

編
）

」
（

平
成

25
年

以
前

は
総

務
省

「
消

費
者

物
価

指
数

」
に

よ
る

）
（

注
）

１
　

各
都

道
府

県
の

数
値

は
、

都
道

府
県

庁
所

在
都

市
の

も
の

で
あ

る
。

　
　

　
２

　
指

数
は

「
総

合
」

で
あ

る
。

な
お

、
消

費
者

物
価

地
域

格
差

指
数

に
お

け
る

「
総

合
」

は
、

持
家

の
帰

属
家

賃
を

含
ま

な
い

。

消
費

者
物

価
地

域
差

指
数

（
全

国
平

均
＝

10
0）

Ａ ラ ン ク Ｂ ラ ン ク Ｃ ラ ン ク Ｄ ラ ン ク
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厚
生
労
働
省
「
毎
月
勤
労
統
計
調
査
地
方
調
査
」

（
注
）
１
　
事
業
所
規
模
５
人
以
上
の
数
値
で
あ
る
。

　
　
　
２
　
全
国
計
の
数
値
は
、
毎
月
勤
労
統
計
調
査
全
国
調
査
の
結
果
で
あ
り
、
都
道
府

県
別
の
数
値
の
合
計
と
は
一
致
し
な
い
。

　
　
　
４
　
令
和
３
年
結
果
は
、
令
和
４
年
６
月
下
旬
公
表
予
定
。

Ａ ラ ン ク B ラ ン ク Ｃ ラ ン ク D ラ ン ク

全
国
計

　
　
　
３
　
各
都
道
府
県
の
増
減
率
は
労
働
基
準
局
賃
金
課
に
て
常
用
労
働
者
数
か
ら
算
出

。

　
６
　
労
働
者
数
等
の
推
移

　
　

(
1
)
　

常
用

労
働

者
数

［
事

業
所

規
模

５
人

以
上

］
（

ラ
ン

ク
別

・
都

道
府

県
別

・
暦

年
）

ラ
ン
ク

都
道
府
県

人
数

（
万

人
）

増
減

（
％

）
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9
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注

）
１

　
労

働
者

が
雇

用
さ

れ
る

事
業

所
ご

と
に

適
用

事
業

所
と

し
て

届
け

出
る

こ
と

が
原

則
で

あ
る

が
、

本
社

の
み

で
労

務
管

理
を

行
っ

て
い

る
場

合
な

ど
は

、
本

社
が

支
社

を
一

括
し

て
適

用
事

業
所

の
届

出
を

行
う

場
合

が
あ

る
。

Ａ ラ ン ク

(
2
)
 
雇

用
保

険
の

被
保

険
者

数
（

ラ
ン

ク
別

・
都

道
府

県
別

・
暦

年
）

ラ
ン

ク
都

道
府

県
人
数
（
万
人
）

増
減
（
％
）

　
　

　
２

　
一

括
適

用
事

業
所

と
な

っ
た

場
合

、
雇

用
保

険
デ

ー
タ

に
お

け
る

被
保

険
者

数
の

計
上

は
、

届
出

の
あ

っ
た

都
道

府
県

の
み

で
計

上
さ

れ
る

。
　

　
　

３
　

被
保

険
者

に
は

、
一

般
被

保
険

者
の

他
、

高
年

齢
継

続
被

保
険

者
、

短
期

雇
用

特
例

被
保

険
者

、
日

雇
労

働
被

保
険

者
を

含
む

。
　

　
　

４
　

一
般

被
保

険
者

の
雇

用
保

険
加

入
要

件
に

つ
い

て
は

、
一

週
間

の
所

定
労

働
時

間
が

2
0
時

間
以

上
及

び
3
1
日

以
上

の
雇

用
見

込
み

。

B ラ ン ク Ｃ ラ ン ク D ラ ン ク

全
国

計

資
料

出
所

　
厚

生
労

働
省

「
雇

用
保

険
事

業
月

報
」

　
　

　
　

　
（

＝
雇

用
保

険
に

お
け

る
一

括
適

用
）

　
　

　
　

　
　

-
4
0
-
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３
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(3
)　

就
業

者
数

（
ラ
ン

ク
別

・
都

道
府

県
別

・
暦

年
）

ラ
ン

ク
都

道
府

県
人

数
（

万
人

）
増

減
（

％
）

 
 
 
 
 
 
２

　
毎

年
１

～
３

月
期

平
均

公
表

時
に

，
新

た
な

結
果

を
追

加
し

て
再

計
算

を
行

い
，

前
年

ま
で

の
過

去
５

年
間

の
四

半
期

平
均

及
び

年
平

均
結

果
を

遡
っ

て
一

部
改

定
し

て
い

る
。

 
 
 
 
 
 
３

　
全

国
計

の
数

値
は

労
働

力
調

査
結

果
の

数
値

で
あ

り
、

都
道

府
県

別
の

数
値

の
合

計
と

は
一

致
し

な
い

。

B ラ ン ク Ｃ ラ ン ク D ラ ン ク

全
国

計

資
料

出
所

　
総

務
省

統
計

局
「

労
働

力
調

査
都

道
府

県
別

結
果

（
モ

デ
ル

推
計

値
）

」
、

「
労

働
力

調
査

」
（

注
）

１
　

都
道

府
県

別
に

表
章

す
る

よ
う

に
標

本
設

計
を

行
っ

て
お

ら
ず

(
北

海
道

、
沖

縄
県

を
除

く
)
、

標
本

規
模

も
小

さ
い

こ
と

な
ど

か
ら

、
標

本
誤

差
が

大
き

く
、

利
用

に
際

し
て

注
意

が
必

要
。

　
　

　
　

　
　

　
-
4
1
-



Ⅲ
　

業
 務

 統
 計

 資
 料

 編



(
1
)
 
 
令

和
３

年
度

　
地

域
別

最
低

賃
金

の
審

議
・

決
定

状
況

最
低

賃
金

額
(
円

)
前

年
度

比
（

％
）

引
上

げ
額

(
円

)
引

上
げ

率
（

％
）

A
東

 
 京

1
01

3
1
04

1
10

3
28

2.
76

%
7月

21
日

■
使

側
退

席
３

使
側

棄
権

３
10
月

1日

A
神

奈
川

1
01

2
1
04

0
10

3
28

2.
77

%
8月

4日
●

10
月

1日

A
大

　
阪

9
64

9
92

10
3

28
2.

90
%

8月
4日

●
10
月

1日

A
愛

　
知

9
27

9
55

10
3

28
3.

02
%

8月
5日

●
10
月

1日

A
埼

　
玉

9
28

9
56

10
3

28
3.

02
%

8月
5日

○
10
月

1日

A
千

　
葉

9
25

9
53

10
3

28
3.

03
%

8月
5日

◐
使

側
棄

権
１

10
月

1日

B
京

　
都

9
09

9
37

10
3

28
3.

08
%

8月
5日

●
10
月

1日

B
兵

　
庫

9
00

9
28

10
3

28
3.

11
%

8月
5日

●
10
月

1日

B
静

　
岡

8
85

9
13

10
3

28
3.

16
%

8月
6日

●
10
月

2日

B
滋

　
賀

8
68

8
96

10
3

28
3.

23
%

8月
4日

●
10
月

1日

B
茨

　
城

8
51

8
79

10
3

28
3.

29
%

8月
5日

○
10
月

1日

B
栃

　
木

8
54

8
82

10
3

28
3.

28
%

8月
5日

●
10
月

1日

B
広

　
島

8
71

8
99

10
3

28
3.

21
%

8月
5日

●
10
月

1日

B
長

 
 野

8
49

8
77

10
3

28
3.

30
%

8月
5日

●
10
月

1日

B
富

　
山

8
49

8
77

10
3

28
3.

30
%

8月
5日

●
10
月

1日

B
三

　
重

8
74

9
02

10
3

28
3.

20
%

8月
5日

●
10
月

1日

B
山

　
梨

8
38

8
66

10
3

28
3.

34
%

8月
5日

●
10
月

1日

C
群

　
馬

8
37

8
65

10
3

28
3.

35
%

8月
6日

●
10
月

2日

C
岡

　
山

8
34

8
62

10
3

28
3.

36
%

8月
6日

●
10
月

2日

C
石

　
川

8
33

8
61

10
3

28
3.

36
%

8月
11
日

○
10
月

7日

C
香

　
川

8
20

8
48

10
3

28
3.

41
%

8月
5日

●
10
月

1日

C
奈

　
良

8
38

8
66

10
3

28
3.

34
%

8月
5日

●
10
月

1日

C
宮

　
城

8
25

8
53

10
3

28
3.

39
%

8月
5日

●
10
月

1日

C
福

　
岡

8
42

8
70

10
3

28
3.

33
%

8月
5日

●
10
月

1日

C
山

　
口

8
29

8
57

10
3

28
3.

38
%

8月
5日

●
10
月

1日

C
岐

　
阜

8
52

8
80

10
3

28
3.

29
%

8月
3日

●
10
月

1日

C
福

　
井

8
30

8
58

10
3

28
3.

37
%

8月
5日

●
10
月

1日

C
和

歌
山

8
31

8
59

10
3

28
3.

37
%

8月
5日

●
10
月

1日

C
北

海
道

8
61

8
89

10
3

28
3.

25
%

8月
5日

●
10
月

1日

C
新

　
潟

8
31

8
59

10
3

28
3.

37
%

8月
5日

●
10
月

1日

C
徳

　
島

7
96

8
24

10
4

28
3.

52
%

8月
5日

●
10
月

1日

D
福

　
島

8
00

8
28

10
4

28
3.

50
%

8月
5日

◐
使

側
棄

権
１

10
月

1日

D
大

　
分

7
92

8
22

10
4

30
3.

79
%

8月
10
日

●
10
月

6日

D
山

　
形

7
93

8
22

10
4

29
3.

66
%

8月
6日

●
10
月

2日

D
愛

　
媛

7
93

8
21

10
4

28
3.

53
%

8月
5日

●
10
月

1日

D
島

　
根

7
92

8
24

10
4

32
4.

04
%

8月
6日

◐
10
月

2日

D
鳥

　
取

7
92

8
21

10
4

29
3.

66
%

8月
10
日

●
10
月

6日

D
熊

　
本

7
93

8
21

10
4

28
3.

53
%

8月
5日

●
10
月

1日

D
長

　
崎

7
93

8
21

10
4

28
3.

53
%

8月
6日

●
10
月

2日

D
高

　
知

7
92

8
20

10
4

28
3.

54
%

8月
6日

●
10
月

2日

D
岩

　
手

7
93

8
21

10
4

28
3.

53
%

8月
6日

●
10
月

2日

D
鹿

児
島

7
93

8
21

10
4

28
3.

53
%

8月
6日

●
10
月

2日

D
佐

　
賀

7
92

8
21

10
4

29
3.

66
%

8月
10
日

▲
10
月

6日

D
青

　
森

7
93

8
22

10
4

29
3.

66
%

8月
10
日

●
10
月

6日

D
秋

　
田

7
92

8
22

10
4

30
3.

79
%

8月
5日

●
10
月

1日

D
宮

　
崎

7
93

8
21

10
4

28
3.

53
%

8月
10
日

●
10
月

6日

D
沖

　
縄

7
92

8
20

10
4

28
3.

54
%

8月
12
日

▲
10
月

8日

9
02

9
30

10
3

28
3.

12
%

ー
ー

-42-

　
１

　
全

国
加
重
平
均
額
　
9
3
0円

　
２

　
答

申
時
の
裁
決
状
況
　
○
全
会
一
致
３

件
　

　
●

使
用

者
側

反
対

38
件

　
　

▲
労

働
者

側
反

対
 ２

件

　
　

　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
◐使

側
一
部
反

対
 
３

件
　

■
使

用
者

側
退

席
 １

件

　
３

　
答

申
時
期
　
前
年
よ
り
早
い
 2

0件
　

　
前

年
よ

り
遅

い
 1

5件
　

　
前

年
と

同
じ

 1
2件

　
４

　
発

効
日
　
前
年
よ
り
早
い
 1

4
件
　
　

前
年

よ
り

遅
い

 2
5件

　
　

前
年

と
同

じ
 8

件
　

（
前

年
据
え

置
き

で
あ

っ
た

場
合

は
、

前
々

年
と

比
較

）

　
５

　
目

安
と
の
比
較
　
目
安
を
上
回
る
 
7件

（
前

年
度

引
き

上
げ

は
40

）

改
定

最
低

賃
金

額
結

審
月

日
(
答

申
日

)

　
６

　
異

議
申
出
状
況
　
44

局
（
前
年
度
4
6
局

）

採
決

状
況

発
効

日

全
国
加
重
平
均
額

備
考

ラ
ン

ク
都

道
府

県
名

前
年

度
決

定
金

額
(
円

)



(
2)

　
目

安
と

改
定

額
と

の
関

係
の

推
移

（
都

道
府

県
別

）
（
単

位
：

円
）

年
度

平
成
２
４

２
５

２
６

２
７

２
８

２
９

３
０

令
和
元

２
３

都
道

府
県

名
 
 
 

都
道

府
県

名
　

東
　

京
東

　
京

Ａ
神

奈
川

－
１

＋
１

神
奈

川
ラ

大
　

阪
＋
１

大
　

阪
ン

愛
　

知
＋
３

＋
３

＋
１

＋
１

＋
１

愛
　

知
ク

埼
　

玉
＋
２

＋
２

＋
１

＋
２

埼
　

玉
千

　
葉

＋
２

＋
２

＋
２

＋
２

千
　

葉
京

　
都

＋
２

＋
１

京
　

都
兵

　
庫

＋
１

＋
１

＋
１

＋
１

兵
　

庫
Ｂ

静
　

岡
＋
３

＋
２

＋
１

静
　

岡
滋

　
賀

＋
３

＋
２

＋
１

＋
２

滋
　

賀
ラ

茨
　

城
＋
３

＋
２

＋
１

＋
２

茨
　

城
栃

　
木

＋
１

＋
１

＋
１

栃
　

木
ン

広
　

島
＋
２

＋
２

＋
１

広
　

島
長

　
野

＋
２

＋
１

＋
１

長
　

野
ク

富
　

山
＋
４

＋
１

＋
１

富
　

山
三

　
重

＋
３

＋
１

＋
１

＋
１

三
　

重
　

山
　

梨
＋
１

＋
１

＋
１

＋
１

山
　

梨
群

　
馬

＋
２

＋
１

＋
１

＋
２

群
　

馬
岡

　
山

＋
２

＋
２

＋
２

＋
１

＋
１

岡
　

山
Ｃ

石
　

川
＋
２

＋
１

＋
１

＋
１

石
　

川
香

　
川

＋
３

＋
２

＋
２

＋
１

＋
１

＋
１

＋
２

香
　

川
　

奈
　

良
＋
２

＋
１

＋
１

奈
　

良
ラ

宮
　

城
＋
１

＋
１

＋
１

宮
　

城
福

　
岡

＋
２

＋
１

＋
１

＋
１

＋
１

福
　

岡
　

山
　

口
＋
２

＋
１

＋
１

山
　

口
ン

岐
　

阜
＋
２

＋
１

＋
１

岐
　

阜
　

福
　

井
＋
２

＋
１

＋
１

＋
１

福
　

井
和

歌
山

＋
１

＋
１

＋
１

＋
１

＋
１

和
歌

山
ク

北
海

道
北

海
道

　
新

　
潟

＋
２

＋
２

＋
１

＋
１

＋
１

新
　

潟
　

徳
　

島
＋
３

＋
２

＋
１

＋
１

＋
３

徳
　

島
福

　
島

＋
２

＋
１

＋
１

＋
１

＋
２

福
　

島
大

　
分

＋
２

＋
１

＋
１

＋
２

＋
２

＋
２

＋
２

大
　

分
山

　
形

＋
３

＋
１

＋
２

＋
１

＋
１

＋
３

＋
１

山
　

形
Ｄ

愛
　

媛
＋
３

＋
２

＋
１

＋
２

＋
３

愛
　

媛
島

　
根

＋
２

＋
２

＋
２

＋
１

＋
１

＋
１

＋
２

＋
４

島
　

根
鳥

　
取

＋
３

＋
１

＋
１

＋
１

＋
１

＋
２

＋
２

＋
１

鳥
　

取
ラ

熊
　

本
＋
２

＋
１

＋
１

＋
２

＋
２

＋
３

熊
　

本
　

長
　

崎
＋
３

＋
１

＋
１

＋
２

＋
２

＋
３

長
　

崎
高

　
知

＋
３

＋
２

＋
１

＋
２

＋
２

＋
２

高
　

知
ン

岩
　

手
＋
４

＋
２

＋
１

＋
１

＋
２

＋
３

岩
　

手
　

鹿
児

島
＋
３

＋
１

＋
１

＋
３

＋
３

鹿
児

島
佐

　
賀

＋
３

＋
１

＋
１

＋
２

＋
２

＋
２

＋
１

佐
　

賀
ク

青
　

森
＋
２

＋
１

＋
１

＋
１

＋
２

＋
３

＋
１

青
　

森
秋

　
田

＋
３

＋
１

＋
１

＋
１

＋
２

＋
２

＋
２

秋
　

田
宮

　
崎

＋
３

＋
１

＋
１

＋
２

＋
２

＋
３

宮
　

崎
　

沖
　

縄
＋
４

＋
１

＋
１

＋
２

＋
２

＋
２

沖
　

縄
（

注
）

令
和

２
年

度
中

央
最

低
賃

金
審

議
会

の
答

申
で

は
「

引
上

げ
額

の
目

安
を

示
す

こ
と

は
困

難
で

あ
り

、
現

行
水

準
を

維
持

す
る

こ
と

が
適

当
」

と
さ

れ
た

が
、

　
　

 
表

で
は

便
宜

的
に

引
上

げ
額

を
記

載
し

て
い

る
。

-
 4

3
 -



(
3
)
　

効
力

発
生

年
月

日
の

推
移

都
道
府
県

東
　

京
10
.1

10
.1
9

10
.1

10
.1

10
.1

10
.1

10
.1

10
.1

10
.1

東
　

京

Ａ
神

奈
川

10
.1

10
.2
0

10
.1

10
.1
8

10
.1

10
.1

10
.1

10
.1

10
.1

10
.1

神
奈

川

ラ
大

　
阪

9.
30

10
.1
8

10
.5

10
.1

10
.1

9.
30

10
.1

10
.1

10
.1

大
　

阪

ン
愛

　
知

10
.1

10
.2
6

10
.1

10
.1

10
.1

10
.1

10
.1

10
.1

10
.1

10
.1

愛
　

知

ク
埼

　
玉

10
.1

10
.2
0

10
.1

10
.1

10
.1

10
.1

10
.1

10
.1

10
.1

10
.1

埼
　

玉

千
　

葉
10
.1

10
.1
8

10
.1

10
.1

10
.1

10
.1

10
.1

10
.1

10
.1

10
.1

千
　

葉

京
　

都
10
.1
4

10
.2
4

10
.2
2

10
.7

10
.2

10
.1

10
.1

10
.1

10
.1

京
　

都

兵
　

庫
10
.1

10
.1
9

10
.1

10
.1

10
.1

10
.1

10
.1

10
.1

10
.1

10
.1

兵
　

庫

Ｂ
静

　
岡

10
.1
2

10
.1
2

10
.5

10
.3

10
.5

10
.4

10
.3

10
.4

10
.2

静
　

岡

滋
　

賀
10
.6

10
.2
5

10
.9

10
.8

10
.6

10
.5

10
.1

10
.3

10
.1

10
.1

滋
　

賀

ラ
茨

　
城

10
.6

10
.1
9

10
.4

10
.4

10
.1

10
.1

10
.1

10
.1

10
.1

10
.1

茨
　

城

栃
　

木
10
.1

10
.1
9

10
.1

10
.1

10
.1

10
.1

10
.1

10
.1

10
.1

10
.1

栃
　

木

ン
広

　
島

10
.1

10
.2
4

10
.1

10
.1

10
.1

10
.1

10
.1

10
.1

10
.1

広
　

島

長
　

野
10
.1

10
.2
0

10
.1

10
.1

10
.1

10
.1

10
.1

10
.4

10
.1

10
.1

長
　

野

ク
富

　
山

11
.4

10
.6

10
.1

10
.1

10
.1

10
.1

10
.1

10
.1

10
.1

10
.1

富
　

山

三
　

重
9.
30

10
.1
9

10
.1

10
.1

10
.1

10
.1

10
.1

10
.1

10
.1

10
.1

三
　

重

山
　

梨
10
.1

10
.1
8

10
.1

10
.1

10
.1

10
.1
4

10
.3

10
.1

10
.9

10
.1

山
　

梨

群
　

馬
10
.1
0

10
.1
3

10
.5

10
.8

10
.6

10
.7

10
.6

10
.6

10
.3

10
.2

群
　

馬

岡
　

山
10
.2
4

10
.3
0

10
.5

10
.2

10
.1

10
.1

10
.3

10
.2

10
.3

10
.2

岡
　

山

Ｃ
石

　
川

10
.6

10
.1
9

10
.5

10
.1

10
.1

10
.1

10
.1

10
.2

10
.7

10
.7

石
　

川

香
　

川
10
.5

10
.2
4

10
.1

10
.1

10
.1

10
.1

10
.1

10
.1

10
.1

10
.1

香
　

川

奈
　

良
10
.6

10
.2
0

10
.3

10
.7

10
.6

10
.1

10
.4

10
.5

10
.1

10
.1

奈
　

良

ラ
宮

　
城

10
.1
9

10
.3
1

10
.1
6

10
.3

10
.5

10
.1

10
.1

10
.1

10
.1

10
.1

宮
　

城

福
　

岡
10
.1
3

10
.1
8

10
.5

10
.4

10
.1

10
.1

10
.1

10
.1

10
.1

10
.1

福
　

岡

山
　

口
10
.1

10
.1
0

10
.1

10
.1

10
.1

10
.1

10
.1

10
.5

10
.1

山
　

口

ン
岐

　
阜

10
.1

10
.1
9

10
.1

10
.1

10
.1

10
.1

10
.1

10
.1

10
.1

10
.1

岐
　

阜

福
　

井
10
.6

10
.1
3

10
.4

10
.1

10
.1

10
.1

10
.1

10
.4

10
.2

10
.1

福
　

井

和
歌

山
10
.1

10
.1
9

10
.1
7

10
.2

10
.1

10
.1

10
.1

10
.1

10
.1

10
.1

和
歌

山

ク
北

海
道

10
.1
8

10
.1
8

10
.8

10
.8

10
.1

10
.1

10
.1

10
.3

10
.1

北
海

道

新
　

潟
10
.5

10
.2
6

10
.4

10
.3

10
.1

10
.1

10
.1

10
.6

10
.1

10
.1

新
　

潟

徳
　

島
10
.1
9

10
.3
0

10
.1

10
.4

10
.1

10
.5

10
.1

10
.1

10
.4

10
.1

徳
　

島

福
　

島
10
.1

10
.6

10
.4

10
.3

10
.1

10
.1

10
.1

10
.1

10
.2

10
.1

福
　

島

大
　

分
10
.4

10
.2
0

10
.4

10
.1
7

10
.1

10
.1

10
.1

10
.1

10
.1

10
.6

大
　

分

山
　

形
10
.2
4

10
.2
4

10
.1
7

10
.1
6

10
.7

10
.6

10
.1

10
.1

10
.3

10
.2

山
　

形

Ｄ
愛

　
媛

10
.2
4

10
.3
1

10
.1
2

10
.3

10
.1

10
.1

10
.1

10
.1

10
.3

10
.1

愛
　

媛

島
　

根
10
.1
4

11
.6

10
.5

10
.4

10
.1

10
.1

10
.1

10
.1

10
.1

10
.2

島
　

根

鳥
　

取
10
.2
0

10
.2
5

10
.8

10
.4

10
.1
2

10
.6

10
.5

10
.5

10
.2

10
.6

鳥
　

取

ラ
熊

　
本

10
.1

10
.3
0

10
.1

10
.1
7

10
.1

10
.1

10
.1

10
.1

10
.1

10
.1

熊
　

本

長
　

崎
10
.2
4

10
.2
0

10
.1

10
.7

10
.6

10
.6

10
.6

10
.3

10
.3

10
.2

長
　

崎

高
　

知
10
.2
6

10
.2
6

10
.2
6

10
.1
8

10
.1
6

10
.1
3

10
.5

10
.5

10
.3

10
.2

高
　

知

ン
岩

　
手

10
.2
0

10
.2
7

10
.4

10
.1
6

10
.5

10
.1

10
.1

10
.4

10
.3

10
.2

岩
　

手

鹿
児

島
10
.1
3

10
.2
7

10
.1
9

10
.8

10
.1

10
.1

10
.1

10
.3

10
.3

10
.2

鹿
児

島

佐
　

賀
10
.2
1

10
.2
6

10
.4

10
.4

10
.2

10
.6

10
.4

10
.4

10
.2

10
.6

佐
　

賀

ク
青

　
森

10
.1
2

10
.2
4

10
.2
4

10
.1
8

10
.2
0

10
.6

10
.4

10
.4

10
.3

10
.6

青
　

森

秋
　

田
10
.1
3

10
.2
6

10
.5

10
.7

10
.6

10
.1

10
.1

10
.3

10
.1

10
.1

秋
　

田

宮
　

崎
10
.2
6

11
.2

10
.1
6

10
.1
6

10
.1

10
.6

10
.5

10
.4

10
.3

10
.6

宮
　

崎

沖
　

縄
10
.2
5

10
.2
6

10
.2
4

10
.9

10
.1

10
.1

10
.3

10
.3

10
.3

10
.8

沖
　

縄

　
　
　
　
　
　
 年

度
都
道
府
県
名

平
成
24

25
26

27
28

29
30

令
和
元

２
３

-
 4

4
 -



（
4）

　
加
重

平
均
額
と
引
上
げ
率
の
推
移
（
全
国
・
ラ
ン
ク
別
）

(単
位

：円
）

　
　

全
　

　
国

74
9

76
4

78
0

79
8

82
3

84
8

8
7
4

9
0
1

9
0
2

9
3
0

(1
.6

3)
(2

.0
0)

(2
.0

9)
(2

.3
1)

(3
.1

3)
(3

.0
4)

(3
.0

7)
(3

.0
9)

(0
.1

1)
(3

.1
0)

A
ラ

ン
ク

81
7

83
6

85
5

87
5

90
0

92
0

9
4
7

9
7
5

9
7
6

1
,0

0
4

(1
.6

2)
(2

.3
3)

(2
.2

7)
(2

.3
4)

(2
.8

6)
(2

.2
2)

(2
.9

3)
(2

.9
6)

(0
.1

0)
(2

.8
7)

B
ラ

ン
ク

73
4

74
7

76
3

78
1

80
6

82
1

8
4
7

8
7
4

8
7
5

9
0
3

(1
.2

4)
(1

.7
7)

(2
.1

4)
(2

.3
6)

(3
.2

0)
(1

.8
6)

(3
.1

7)
(3

.1
9)

(0
.1

1)
(3

.2
0)

C
ラ

ン
ク

69
9

71
1

72
5

74
2

76
4

78
7

8
1
2

8
3
8

8
3
9

8
6
7

(1
.1

6)
(1

.7
2)

(1
.9

7)
(2

.3
4)

(2
.9

6)
(3

.0
1)

(3
.1

8)
(3

.2
0)

(0
.1

2)
(3

.3
4)

D
ラ

ン
ク

65
4

66
6

67
9

69
5

71
7

73
9

7
6
3

7
9
1

7
9
3

8
2
2

(0
.9

3)
(1

.8
3)

(1
.9

5)
(2

.3
6)

(3
.1

7)
(3

.0
7)

(3
.2

5)
(3

.6
7)

(0
.2

5)
(3

.6
6)

(注
）

１
　

金
額

は
適

用
労

働
者

数
に

よ
る

加
重

平
均

時
間

額
で

あ
る

。
２

　
（　

　
)内

は
引

上
げ

率
（％

）を
示

す
。

３
　

各
ラ

ン
ク

は
、

各
年

度
に

お
け

る
適

用
ラ

ン
ク

で
あ

る
。

４
　

平
成

23
年

度
と

平
成

29
年

度
は

ラ
ン

ク
区

分
の

入
替

え
（例

え
ば

平
成

29
年

度
は

、
埼

玉
Ｂ

→
Ａ

、
山

梨
Ｃ

→
Ｂ

、
徳

島
Ｄ

→
Ｃ

）
が

あ
っ

た
た

め
、

　
　

引
上

げ
率

等
の

比
較

に
は

注
意

が
必

要
。

　
　

　
　

　
　

　
　

年
度

ラ
ン

ク
３

０
令

和
元

２
３

平
成

 ２
４

２
５

２
６

２
７

２
８

２
９

-
 4

5
 -



(5
)　

最
高
額
と
最
低
額
及
び
格
差
の
推
移

①
　
最
高
額

　
　
　
(円

）
7
0
8

7
0
8

7
1
0

7
1
4

7
1
9

7
3
9

7
6
6

7
9
1

8
2
1

8
3
7

東
京

東
京

東
京

東
京

東
京

東
京

東
　
　
京

神
 奈

 川
東

京
東

京
東

京

②
　
最
低
額

　
　
　
(円

）
6
0
4

6
0
5

6
0
6

6
0
8

6
1
0

6
1
8

6
2
7

6
2
9

6
4
2

6
4
5

沖
縄

青
森
 岩

手
 秋

田
佐
賀
 長

崎
 宮

崎
鹿
児
島
 沖

縄
 ●

青
森
 岩

手
 秋

田
佐
賀
 長

崎
 宮

崎
鹿
児
島
 沖

縄
 
●

青
森
 岩

手
 秋

田
佐
賀
 長

崎
 宮

崎
鹿
児
島
 沖

縄
 ●

青
森
 岩

手
秋
田
 沖

縄
秋
田

沖
縄

宮
崎
 鹿

児
島

沖
縄
 ●

　
●

佐
賀
 長

崎
宮
崎
 沖

縄

鳥
取
 島

根
 高

知
佐
賀
 長

崎
 宮

崎
鹿
児
島
 沖

縄
 ●

岩
手
 高

知
沖
縄
 ●

●

　
格
差

　
②
／
①
×
10
0

8
5
.3

8
5
.5

8
5
.4

8
5
.2

8
4
.8

8
3
.6

8
1
.9

7
9
.5

7
8
.2

7
7
.1

①
　
最
高
額

　
　
　
(円

）
8
5
0

8
6
9

8
8
8

9
0
7

9
3
2

9
5
8

9
8
5

1
,0

1
3

1
,0

1
3

1
,0

4
1

東
京

東
京

東
京

東
京

東
京

東
京

東
京

東
京

東
京

東
京

②
　
最
低
額

　
　
　
(円

）
6
5
2

6
6
4

6
7
7

6
9
3

7
1
4

7
3
7

7
6
1

7
9
0

7
9
2

8
2
0

島
根

高
知

鳥
取
 島

根
 高

知
佐
賀
 長

崎
 熊

本
大
分
 宮

崎
 沖

縄

鳥
取
 高

知
 長

崎
熊
本
 大

分
 宮

崎
沖
縄
　
　
　
　

●

鳥
取
 高

知
宮
崎
 沖

縄
宮
崎

沖
縄

高
知
 佐

賀
 長

崎
熊
本
 大

分
 宮

崎
鹿
児
島
 沖

縄
 
●

鹿
児
島

青
森
 岩

手
 秋

田
山
形
 鳥

取
 島

根
愛
媛
 高

知
 佐

賀
長
崎
 熊

本
 大

分
宮
崎
 鹿

児
島
 ●

沖
縄
　
　
　
　
●

秋
田
 鳥

取
 島

根
高
知
 佐

賀
 大

分
沖
縄
　
　
　
　
●

高
知
 沖

縄

　
格
差

　
②
／
①
×
10
0

7
6
.7

7
6
.4

7
6
.2

7
6
.4

7
6
.6

7
6
.9

7
7
.3

7
8
.0

7
8
.2

7
8
.8

30
令
和
元

２
３

20
21

22
23

　
　
　
　
年
度

ラ
ン
ク

　
　
　
　
年
度

ラ
ン
ク

29

平
成
14

15
16

17
18

19

24
25

26
27

28

- 
46

 -



(
6
)
　

地
域

別
最

低
賃

金
引

上
げ

率
の

推
移

（
単

位
：

％
）

　
東

　
京

1
.
5
5

2
.
2
4

2
.
1
9

2
.
1
4

2
.
7
6

2
.
7
9

2
.
8
2

2
.
8
4

0
.
0
0

2
.
7
6

Ａ
神

奈
川

1
.
5
6

2
.
2
4

2
.
1
9

2
.
0
3

2
.
7
6

2
.
8
0

2
.
8
2

2
.
8
5

0
.
1
0

2
.
7
7

ラ
大

　
阪

1
.
7
8

2
.
3
8

2
.
3
2

2
.
3
9

2
.
9
1

2
.
9
4

2
.
9
7

2
.
9
9

0
.
0
0

2
.
9
0

ン
愛

　
知

1
.
0
7

2
.
9
0

2
.
5
6

2
.
5
0

3
.
0
5

3
.
0
8

3
.
1
0

3
.
1
2

0
.
1
1

3
.
0
2

ク
埼

　
玉

1
.
5
8

1
.
8
2

2
.
1
7

2
.
2
4

3
.
0
5

3
.
0
8

3
.
1
0

3
.
1
2

0
.
2
2

3
.
0
2

千
　

葉
1
.
0
7

2
.
7
8

2
.
7
0

2
.
3
8

3
.
0
6

3
.
0
9

3
.
1
1

3
.
1
3

0
.
2
2

3
.
0
3

京
　

都
1
.
0
7

1
.
8
4

2
.
0
7

2
.
2
8

2
.
9
7

3
.
0
1

3
.
0
4

3
.
0
6

0
.
0
0

3
.
0
8

Ｂ
兵

　
庫

1
.
3
5

1
.
6
0

1
.
9
7

2
.
3
2

3
.
1
5

3
.
0
5

3
.
2
0

3
.
2
1

0
.
1
1

3
.
1
1

　
静

　
岡

0
.
9
6

1
.
9
0

2
.
1
4

2
.
3
5

3
.
0
7

3
.
1
0

3
.
1
3

3
.
1
5

0
.
0
0

3
.
1
6

ラ
滋

　
賀

0
.
9
9

1
.
9
6

2
.
1
9

2
.
4
1

3
.
1
4

3
.
1
7

3
.
2
0

3
.
2
2

0
.
2
3

3
.
2
3

茨
　

城
1
.
0
1

2
.
0
0

2
.
2
4

2
.
4
7

3
.
2
1

3
.
2
4

3
.
2
7

3
.
2
8

0
.
2
4

3
.
2
9

ン
栃

　
木

0
.
7
1

1
.
8
4

2
.
0
9

2
.
4
6

3
.
2
0

3
.
2
3

3
.
2
5

3
.
2
7

0
.
1
2

3
.
2
8

広
　

島
1
.
2
7

1
.
9
5

2
.
3
2

2
.
5
3

3
.
1
2

3
.
1
5

3
.
1
8

3
.
2
0

0
.
0
0

3
.
2
1

ク
長

　
野

0
.
8
6

1
.
8
6

2
.
1
0

2
.
4
7

3
.
2
2

3
.
2
5

3
.
2
7

3
.
2
9

0
.
1
2

3
.
3
0

富
　

山
1
.
1
6

1
.
7
1

2
.
2
5

2
.
4
7

3
.
2
2

3
.
2
5

3
.
2
7

3
.
2
9

0
.
1
2

3
.
3
0

　
三

　
重

0
.
9
8

1
.
8
0

2
.
1
7

2
.
3
9

3
.
1
1

3
.
1
4

3
.
1
7

3
.
1
9

0
.
1
1

3
.
2
0

山
　

梨
0
.
7
2

1
.
5
8

2
.
1
2

2
.
2
2

2
.
9
9

3
.
2
9

3
.
3
2

3
.
3
3
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